
は
じ
め
に

本
稿
は
、
戦
間
期
に
日
本
が
「
南
洋
」
を
対
象
に
実
施
し
た
水
産
調
査
の
概
要

を
整
理
し
、
帝
国
日
本
が
「
南
洋
」
の
海
へ
向
け
た
関
心
を
変
遷
を
追
っ
て
考
察

す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
以
降
、
日
本
各
地
の
複
数
の
水
産
試
験
船
が
「
南

洋
」
へ
向
け
て
調
査
航
海
に
出
た
。
当
初
の
目
的
地
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に

日
本
の
委
任
統
治
区
域
と
な
っ
た
南
洋
群
島
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
〇
年
代
後
半

以
降
一
九
三
〇
年
代
前
半
に
は
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
大
規
模
な
漁
場
調

査
も
行
わ
れ
た
。

一
九
三
〇
年
代
初
頭
に
お
い
て
な
お
、
東
南
ア
ジ
ア
海
域
で
、
日
本
船
に
よ
る

広
範
な
漁
場
調
査
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
当
時
、
こ
れ
ら
の
地
域
の

植
民
地
宗
主
国
が
日
本
に
対
し
て
示
し
て
い
た
警
戒
感
を
鑑
み
れ
ば
、
注
目
に
値

す
る
だ
ろ
う
。
当
該
期
に
日
本
は
、
農
鉱
業
権
益
や
輸
出
市
場
を
求
め
て
東
南
ア

ジ
ア
へ
積
極
的
な
経
済
進
出
を
図
り
、
現
地
政
庁
や
植
民
地
宗
主
国
と
の
間
に
深

刻
な
利
害
衝
突
を
生
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
１
）
。

し
か
し
、
後
藤
乾
一
氏
（
２
）
が
蘭
領
東
イ
ン
ド
に
お
け
る
邦
人
の
漁
業
進
出
に
つ
い

て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
と
漁
業
に
関
し
て
は
、
そ
の
「
緊
張
度
」
に
お
い
て

「
若
干
の
時
間
差
」
が
あ
っ
た
。
後
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
蘭
印
政
府
は
外
国
人
漁
業

を
制
限
す
る
沿
岸
漁
業
令
を
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
に
制
定
し
て
以
後
、
一
九

三
〇
（
昭
和
五
）
年
現
在
に
お
い
て
な
お
、
日
本
人
漁
業
者
の
公
海
上
の
操
業
や

漁
獲
物
の
加
工
の
た
め
に
領
内
の
土
地
を
利
用
す
る
こ
と
を
容
認
し
て
い
た
。
農

鉱
業
資
源
に
対
す
る
厳
し
い
排
日
利
権
政
策
（
３
）
と
比
較
す
れ
ば
、
漁
業
資
源
へ
の
日

本
の
ア
ク
セ
ス
に
は
オ
ラ
ン
ダ
は
い
ま
だ
寛
大
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、

東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
日
本
人
漁
業
者
の
進
出
実
態
を
解
明
し
た
片
岡
千
賀

之
氏
（
４
）
に
よ
れ
ば
、
同
じ
く
邦
人
漁
業
者
の
多
か
っ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
い
て
も
、

一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
に
外
国
人
漁
業
者
の
操
業
を
規
制
す
る
法
令
が
成
立
し

た
も
の
の
、
日
中
戦
争
開
戦
以
前
は
必
ず
し
も
厳
格
な
適
用
は
な
さ
れ
な
か
っ
た

と
い
う
。
そ
し
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
の
英
国
植
民
地
で
は
、
華
僑
に
よ
る
排

戦
間
期
日
本
の
「
南
洋
」
水
産
資
源
調
査

山

本

ち
ひ
ろ

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
十
七
号

二
〇
一
三
年
三
月
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日
運
動
が
制
約
要
因
に
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
外
国
人
が
漁
業
を
行
う
こ
と
自

体
は
現
地
人
と
区
別
な
く
制
度
上
保
障
さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
こ
の
「
南
洋
」
の
海
に
お
い
て
、
日
本
の
漁
業
者
や
国
家
の
行
っ
た
水
産
調

査
の
概
要
と
そ
の
目
的
を
明
ら
か
に
す
る
。

た
だ
し
結
果
か
ら
見
れ
ば
、
本
稿
で
述
べ
る
水
産
調
査
の
う
ち
、
実
際
に
事
業

化
さ
れ
経
営
が
軌
道
に
の
っ
た
も
の
は
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
だ
が
他
方
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
調
査
が
―
と
り
わ
け
一
九
三
〇
年
度

の
拓
務
省
の
そ
れ
が
―
邦
人
漁
業
者
の
「
南
洋
」
出
漁
状
況
の
把
握
と
い
う
点
で
、

重
要
な
契
機
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
海
外
に
お
け
る
邦
人
漁
業
者
の
人

口
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
外
務
省
も
「
職
業
別
人
口
調

査
」
の
名
の
も
と
に
把
握
を
試
み
て
い
た
（
５
）
。
し
か
し
、
同
調
査
が
在
外
公
館
ご
と

に
そ
の
管
轄
内
の
邦
人
人
口
を
算
出
し
た
の
に
対
し
、
本
稿
で
扱
う
水
産
調
査
は
、

在
外
公
館
の
管
轄
地
域
を
横
断
す
る
よ
う
に
、
よ
り
広
範
な
海
域
を
一
度
に
調
査

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
南
洋
」
各
地
に
広
く
進
出
し
て
い

た
、
あ
る
特
定
の
邦
人
漁
業
者
集
団
の
存
在
を
拾
い
上
げ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
、

戦
時
に
お
け
る
彼
ら
へ
の
政
治
的
社
会
的
注
目
と
の
関
連
か
ら
重
視
し
た
い
。

以
下
、
第
一
章
で
内
地
機
関
所
属
の
試
験
船
に
よ
る
調
査
を
概
観
し
、
第
二
章

で
は
「
南
洋
」
に
対
し
独
自
に
調
査
を
重
ね
て
き
た
台
湾
の
動
向
を
確
認
す
る
。

そ
し
て
最
後
に
第
三
章
で
、「
南
洋
」
水
産
調
査
の
副
次
的
な
成
果
と
し
て
、
現

地
邦
人
漁
業
者
の
出
漁
状
況
の
把
握
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

な
お
史
料
中
に
「
南
洋
」
と
い
う
と
き
、
そ
の
地
理
的
範
囲
は
必
ず
し
も
自
明
で

は
な
い
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
は
、
一
般
的
に
、
日
本
の
委
任
統
治
領
と
な
っ
た

南
洋
群
島
を
「
裏
南
洋
」
も
し
く
は
「
内
南
洋
」、
そ
れ
以
外
の
東
南
ア
ジ
ア
地

域
を
「
表
南
洋
」
も
し
く
は
「
外
南
洋
」
と
称
す
る
地
理
概
念
が
成
立
し
て
い
た

が
、
こ
の
よ
う
な
地
理
区
分
が
用
い
ら
れ
な
い
場
合
も
多
か
っ
た
。

一
、
内
地
所
有
船
に
よ
る
「
南
洋
」
調
査
航
海

（
１
）
基
礎
調
査
の
時
代
―
水
産
講
習
所
雲
鷹
丸
の
南
航
―

農
商
務
省
水
産
講
習
所
は
、
漁
撈
科
の
最
終
学
年
の
生
徒
を
主
な
対
象
に
、
例

年
、
遠
洋
航
海
に
よ
る
漁
業
実
習
を
課
し
て
い
た
。
こ
の
実
習
は
漁
業
実
習
を
目

的
と
し
な
が
ら
、
当
時
の
水
産
講
習
所
が
試
験
部
と
海
洋
調
査
部
を
も
含
ん
で
い

た
こ
と
を
反
映
し
て
、
そ
れ
ら
の
機
能
も
同
時
に
担
っ
て
い
た
（
一
九
二
九
年
の

農
林
省
水
産
試
験
場
の
設
立
に
よ
っ
て
試
験
部
と
海
洋
調
査
部
は
同
場
へ
移
管
（
６
）
）。

そ
の
水
産
講
習
所
は
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
度
の
夏
期
実
習
先
に
「
南

洋
」
を
選
択
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
水
産
講
習
所
練
習
船
雲
鷹
丸
は
、
去
明
治
四

拾
二
年
建
造
以
来
毎
夏
北
航
」
し
て
い
た
が
、「
本
年
度
に
於
て
は
航
を
換
へ
て

南
に
移
し
」、「
南
洋
占
領
地
帯
」
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
蘭
領
東
イ
ン
ド
諸
島
、
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
方
面
へ
向
か
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
（
７
）
。
こ
れ
以
前
に
も
水
産
講

習
所
は
、
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
度
、
一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
度
、
一

九
一
二
（
明
治
四
五
）
年
度
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
度
に
「
南
洋
」
へ
向
け

た
練
習
航
海
を
行
っ
て
い
る
が
（
８
）
、
こ
こ
に
お
い
て
「
漁
業
南
進
の
道
を
開
始
す

る
」
と
い
う
意
気
込
み
の
も
と
、
本
格
的
な
調
査
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
二
〇
年
六
月
一
日
に
出
航
し
た
雲
鷹
丸
は
、
約
半
年
間
を
か
け
て
、「
南

洋
新
領
土
」
の
ポ
ナ
ペ
島
、
ト
ラ
ッ
ク
島
、
ヤ
ッ
プ
島
、
パ
ラ
オ
島
で
マ
グ
ロ
延

縄
漁
を
試
み
た
。
そ
の
後
蘭
領
東
イ
ン
ド
の
セ
レ
ベ
ス
島
、
英
領
北
ボ
ル
ネ
オ
の

タ
ワ
オ
な
ど
に
寄
港
し
、
米
領
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
附
近
で
も
漁
を

行
っ
て
、
同
年
一
二
月
一
〇
日
に
館
山
に
帰
港
し
た
（
９
）
（【
表
１
】
の
①
）。
当
初
予

定
さ
れ
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
、「
予
定
時
日
が
遅
れ
た
為
め
に
」
断
念
さ
れ
た
。
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注１）本文引用文献を主要典拠に作成した。
注２）「期間」は、航海の期間を指す。１９２７年度の農林省水産講習所と南洋庁の共同調査（�）のみ、実地調査の期間。
注３）「乗船技師」は、中央官庁の技師・技手などが乗船した場合のみ記載した。

【表１】水産講習所および地方水産試験場所有船による主な「南洋」漁場調査―１９２０年～１９３２年―

漁業種別

マグロ延縄

カツオ、捕
鯨ヵ

マグロ延縄、
油漬缶詰製
造

マグロ延縄

マグロ延縄

漁業種別

カツオ釣、
鰹節製造

カツオ釣り

カツオ釣り

マグロ延縄

目的

「漁業視察」

「漁業研究
並に漁場発
見」

工船カニ漁
業の夏期操
業に関する
調査

マグロ漁業
の調査

マグロ漁業
の調査

目的

カツオ・マ
グロ漁場及
び餌料に関
する調査

視察

カツオ漁場
調査

「鰹漁業調
査」

「南方鮪漁
業開発」

地域

「南洋新領
土よりセレ
ベス、ボル
ネオを掠め
て比律賓の
西岸」

ハワイ、南
洋群島（サ
イパン）

南 洋 群 島
（パラオ）、
蘭領東印度
近海

南 洋 群 島
（マーシャ
ル 諸 島 の
「ラリック」
列島方面）

南 洋 群 島
（マーシャ
ル 諸 島 の
「ラタック」
列島方面）

地域

南 洋 群 島
（サイパン）

台湾、英領
北ボルネオ、
蘭領東印度
諸島

南 洋 群 島
（パラオ）、
蘭領東印度、
米領比律賓

蘭領東印度

スール海
セレベス海

乗船技師

不明

小瀬次郎

長田景貞

長田景貞

不明

乗船技師

長田景貞
（農商務省）

－

－

－

－

調査船

雲鷹丸

雲鷹丸

雲鷹丸

雲鷹丸

雲鷹丸

調査船

富士丸

高鵬丸

第一千代丸、
第三千代丸

千代丸

神威丸

１、水産講習所練習航海

管轄者

農商務省水産講習所

農商務省水産講習所

農林省水産講習所

農林省水産講習所
南洋庁

農林省水産講習所
南洋庁

２、地方水産試験場による調査

管轄者

農商務省水産局
静岡県水産試験場

高知県水産試験場

鹿児島県水産試験場

鹿児島県水産試験場

三重県水産試験場

期間

１９２０年６月１日～１９２０年１２月１０日

１９２１年１１月１１日～１９２２年３月１８日

１９２５年１１月３日～１９２６年２月１５日

１９２６年１１月３日～１９２７年２月２３日

１９２７年１２月２３日～１９２８年１月２３日

期間

１９２３年５月３０日～１９２３年８月９日

１９２７年２月４日～１９２７年４月１２日

１９２７年６月２日～１９２７年１１月２５日

１９２９年６月１日～１９２９年１２月２６日

１９３１年１２月１日～１９３２年４月６日

�

�

�

�

�

�

�

�
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本
調
査
の
成
果
は
、「
有
望
な
る
南
洋
の
漁
業
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
中
央

の
水
産
雑
誌
に
紹
介
さ
れ
、「
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
及
び
南
洋
に
は
鮪
は
相
当
に
多
く
、

漁
業
と
し
て
充
分
其
の
発
展
余
地
あ
る
事
」、
た
だ
し
鮮
魚
販
売
を
行
う
に
は
近

辺
に
販
路
を
期
待
で
き
な
い
た
め
、「
遠
距
離
販
売
」
に
た
え
う
る
「
製
造
を
伴

ふ
漁
業
」
を
模
索
す
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
今
後
は
有
望
と
見
込
ま
れ
る
ジ
ャ
ワ
海

に
つ
い
て
も
調
査
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
報
告
さ
れ
た
。

水
産
講
習
所
は
、
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
度
も
「
南
洋
方
面
」
へ
長
期
の

練
習
航
海
を
行
っ
た
（
�
）。
目
的
地
は
ハ
ワ
イ
と
南
洋
群
島
の
サ
イ
パ
ン
で

あ
っ
た
。
途
中
、
暴
風
の
た
め
に
「
捕
鯨
船
」
を
失
っ
た
と
の
記
録
も
あ
る
こ
と

か
ら
、
目
的
の
ひ
と
つ
に
捕
鯨
調
査
の
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
鰹

の
漁
獲
を
行
っ
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
（
１０
）
。
こ
の
よ
う
に
水
産
講
習
所
は
、
二

年
続
け
て
南
洋
群
島
お
よ
び
そ
の
付
近
の
海
域
で
練
習
航
海
に
よ
る
調
査
を
行
っ

た
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
南
洋
方
面
ニ
於
ケ
ル
鮪
及
鰹
漁
業
試
験
」
は
い
っ
た
ん

「
都
合
ニ
ヨ
リ
中
止
」
と
し
た
よ
う
で
あ
る
（
１１
）
。
雲
鷹
丸
が
再
び
「
南
洋
」
へ
向
か

う
の
は
、
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
一
一
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
後
述
）。

な
お
、
水
産
講
習
所
の
練
習
航
海
を
利
用
し
て
漁
場
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
は
、

学
生
の
講
習
を
一
方
の
目
的
と
す
る
と
い
う
そ
の
航
海
の
性
格
上
、
い
く
つ
か
の

制
約
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
調
査
期
間
は
限
ら
れ
る
う
え
、「
貴
重
な
学
生
の
生

命
を
預
か
っ
て
居
る
実
習
船
の
事
と
て
無
理
が
き
か
ぬ
（
１２
）
」
な
ど
の
引
率
者
の
嘆
き

が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
克
服
す
る
た
め
に
、
農
商
務
省
は
他
機
関
の

派
遣
す
る
船
に
技
師
を
便
乗
さ
せ
て
共
同
調
査
を
実
施
し
た
り
、
の
ち
に
は
民
間

企
業
の
船
を
傭
船
の
う
え
必
要
人
員
を
外
部
か
ら
臨
時
雇
用
す
る
な
ど
し
て
、
本

格
的
な
調
査
を
試
み
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

（
２
）
資
源
の「
宝
庫
」を
求
め
て
―
地
方
水
産
試
験
場
を
中
心
と
し
た
調
査
―

日
本
の
「
南
洋
新
領
土
」
獲
得
を
受
け
て
、
水
産
講
習
所
が
一
九
二
〇
年
度
と

一
九
二
一
年
度
に
南
洋
群
島
を
中
心
に
漁
業
の
基
礎
的
調
査
を
実
施
し
た
の
に
対

し
、
同
じ
時
期
、
日
本
内
地
の
漁
業
者
の
う
ち
に
は
、
内
地
近
海
の
漁
業
資
源
の

減
少
か
ら
、
資
源
を
求
め
て
南
へ
移
動
す
る
動
き
が
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
。

ま
ず
、「
南
洋
」
へ
向
か
っ
た
の
は
、
静
岡
県
水
産
試
験
場
で
あ
っ
た
。
同
場

の
『
事
業
報
告
（
１３
）
』
に
よ
れ
ば
、
静
岡
県
で
は
一
九
二
〇
年
代
初
頭
よ
り
鰹
漁
業
の

発
展
が
著
し
く
、「
南
方
諸
島
ハ
勿
論
、
小
笠
原
島
、
火
山
列
島
ヨ
リ
鹿
児
島
、

沖
縄
及
北
東
漁
場
」
ま
で
も
が
、
も
は
や
「
普
通
漁
場
」
で
あ
る
か
の
観
を
呈
し

て
い
た
。「
台
湾
漁
場
ノ
遠
征
」
も
試
み
ら
れ
た
が
、「
漁
船
々
型
ノ
増
大
ト
航
海

術
ノ
進
歩
」
は
「
漁
場
ノ
遠
近
」
を
不
問
と
し
、「
漁
場
ハ
次
第
ニ
狭
隘
」
に
至

り
、「
共
斃
レ
ノ
不
幸
」
が
予
見
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
同
場
は
、
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
五
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、

試
験
船
富
士
丸
を
南
洋
群
島
の
サ
イ
パ
ン
に
派
遣
し
て
、
マ
グ
ロ
・
カ
ツ
オ
漁
場

の
調
査
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
（
�
）。
農
商
務
省
は
本
調
査
に
三
千
円
の
補
助

を
与
え
（
１４
）
、
両
者
の
共
同
調
査
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
曩
キ
ニ
農
商
務
省
ニ
於
テ

二
回
ノ
調
査
ヲ
行
ヒ
其
有
望
ナ
ル
ヲ
報
」
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、「
只
其
調

査
ガ
断
片
的
ニ
シ
テ
一
年
中
通
シ
テ
調
査
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
主
務
省
ト
共
同
調
査
ヲ

行
フ
ベ
ク
其
未
ダ
調
査
セ
ザ
ル
期
間
」
を
選
択
し
、「
曩
キ
ニ
同
島
鰹
漁
業
ノ
調

査
ニ
従
事
セ
ル
農
商
務
省
技
師
長
田
景
貞
氏
乗
船
」
の
う
え
、
行
わ
れ
た
の
が
こ

の
調
査
で
あ
っ
た
（
１５
）
。
農
商
務
省
は
前
述
の
よ
う
に
、
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年

度
を
も
っ
て
自
ら
の
調
査
を
「
中
止
」
し
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
調
査
を

継
続
し
て
い
た
と
い
え
る
。
本
調
査
に
お
い
て
は
、「
調
査
期
日
不
足
」
の
た
め
、

マ
リ
ア
ナ
群
島
全
般
の
資
源
量
を
判
断
す
る
に
充
分
な
材
料
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
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と
留
保
さ
れ
つ
つ
も
、「
鮪
鰹
ノ
大
群
」
は
確
認
で
き
、
資
源
量
は
「
相
当
豊

富
」
と
推
測
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
漁
具
の
不
足
や
海
底
の
構
造
、
漁
撈
技
術
の
未

熟
な
ど
か
ら
、
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
の
漁
獲
に
必
要
な
餌
料
を
充
分
に
得
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
成
果
は
、
水
産
雑
誌
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
静
岡
県

水
試
船
に
よ
る
「
壮
挙
」
と
し
て
注
目
さ
れ
た
（
１６
）
。

農
商
務
省
は
、
静
岡
県
水
産
試
験
場
が
一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
度
に
、
今

度
は
マ
リ
ア
ナ
群
島
北
部
離
島
を
対
象
に
実
施
し
た
漁
撈
と
鰹
節
製
造
の
試
験
調

査
に
も
、
長
田
技
師
を
便
乗
さ
せ
る
か
た
ち
で
研
究
を
継
続
し
（
１７
）
、
一
九
二
五
（
大

正
一
四
）
年
度
に
至
っ
て
再
び
水
産
講
習
所
の
雲
鷹
丸
を
「
南
洋
」
に
向
か
わ
せ

た
（
�
）。
乗
船
技
師
は
や
は
り
長
田
景
貞
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
が
、

マ
リ
ア
ナ
群
島
付
近
を
対
象
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
の
航
海
で
は
針
路
を
さ

ら
に
南
に
と
り
、
パ
ラ
オ
近
海
や
蘭
領
セ
レ
ベ
ス
島
メ
ナ
ド
北
東
沖
、
蘭
領
ハ
ル

マ
ヘ
ラ
島
の
北
東
な
ど
に
お
い
て
、
マ
グ
ロ
漁
場
の
探
査
が
企
図
さ
れ
た
（
１８
）
。
こ
れ

は
「
近
年
北
海
方
面
に
於
け
る
工
船
カ
ニ
漁
業
の
勃
興
」
と
と
も
に
浮
上
し
て
き

た
、「
冬
期
半
年
の
休
漁
期
」
に
船
を
「
南
洋
」
に
ま
わ
し
、
マ
グ
ロ
を
漁
獲
の

う
え
、「
そ
の
漁
獲
物
を
お
手
の
物
の
船
内
缶
詰
装
置
で
油
漬
缶
詰
に
製
造
」
す

べ
き
と
の
議
論
を
受
け
て
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
調
査
は
「
生
徒
の

実
習
を
兼
ね
て
の
漁
場
探
検
」
と
の
性
格
か
ら
、「
遺
憾
な
が
ら
十
二
分
の
好
成

績
を
挙
げ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
」
が
、
一
五
回
の
試
漁
の
結
果
は
、
漁
獲

量
、
缶
詰
製
造
量
と
も
に
、「
強
ち
不
結
果
で
あ
っ
た
と
一
笑
に
附
す
べ
き
も
の

で
も
あ
る
ま
い
」
と
長
田
は
評
価
し
た
。
た
だ
し
、
事
業
化
に
は
、
マ
グ
ロ
の
回

遊
状
態
や
漁
期
、
餌
料
、
そ
し
て
製
品
の
販
売
と
市
価
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
研

究
を
要
す
る
と
し
た
。

さ
ら
に
水
産
講
習
所
は
、
一
九
二
六
年
（
大
正
一
五
）
度
お
よ
び
一
九
二
七

（
昭
和
二
）
年
度
に
、
雲
鷹
丸
を
南
洋
群
島
の
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
へ
送
り
、
南
洋

庁
と
共
同
で
マ
グ
ロ
の
漁
場
調
査
を
実
施
し
た
（
１９
）
（
�
、
�
）。
こ
の
調
査
を
も
っ

て
、
水
産
講
習
所
は
南
洋
群
島
全
般
の
漁
場
に
つ
い
て
、
基
礎
的
な
資
料
の
収
集

を
ひ
と
と
お
り
試
み
た
こ
と
と
な
り
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
認
識
か
ら
か
、
一

九
二
七
年
度
を
も
っ
て
、「
南
洋
方
面
ノ
鮪
鰹
漁
業
試
験
」
を
、「
稍
々
確
カ
ム
ル

所
ア
リ
之
ヲ
以
テ
中
止
」
と
し
て
い
る
（
２０
）
。

以
上
の
よ
う
に
、
静
岡
県
水
産
試
験
場
は
漁
場
の
狭
隘
状
況
を
打
破
す
る
た
め

に
、
南
洋
群
島
の
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
場
の
調
査
を
実
施
し
た
。
農
商
務
省
（
一

九
二
五
年
よ
り
農
林
省
）
は
こ
れ
に
技
師
を
乗
船
さ
せ
る
な
ど
し
て
調
査
を
継
続

し
、
一
九
二
五
年
度
か
ら
一
九
二
七
年
度
に
は
雲
鷹
丸
を
南
洋
群
島
に
派
遣
し
て
、

複
数
の
漁
業
に
関
す
る
試
験
調
査
を
行
っ
た
。
他
方
、
資
源
を
求
め
て
の
漁
場
の

南
下
は
、「
内
南
洋
」
の
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
高
知

県
水
産
試
験
場
は
、
す
で
に
「
他
府
県
」
が
「
続
々
台
湾
並
ニ
南
洋
ノ
新
漁
場
ヲ

開
拓
」
し
つ
つ
あ
る
状
況
下
に
、
新
た
な
「
漁
業
上
ノ
地
盤
ヲ
獲
得
」
す
べ
く
、

一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
二
月
か
ら
四
月
に
、
台
湾
の
基
隆
、
台
北
、
蘇
澳
、
高

雄
、
そ
し
て
英
領
北
ボ
ル
ネ
オ
の
タ
ワ
オ
、
蘭
領
セ
レ
ベ
ス
島
の
メ
ナ
ド
、
ハ
ル

マ
ヘ
ラ
島
、
ア
ン
ボ
ン
島
へ
調
査
航
海
へ
出
て
い
る
（
２１
）
（
�
）。
た
だ
し
、
こ
の
調

査
は
県
の
技
師
や
県
水
産
会
書
記
、
新
聞
記
者
、
漁
業
組
合
員
、
高
知
市
鰹
節
製

造
業
者
な
ど
を
乗
せ
て
「
視
察
」
や
情
報
収
集
を
行
う
こ
と
主
眼
と
し
て
お
り
、

試
漁
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

「
外
南
洋
」
に
お
い
て
最
初
に
本
格
的
な
試
漁
調
査
に
着
手
し
た
の
は
、
鹿
児

は
ら
こ
う

島
の
カ
ツ
オ
漁
業
者
原
耕
で
あ
っ
た
。
原
耕
は
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
六
月
か

ら
一
一
月
に
、
自
ら
の
所
有
船
二
隻
を
も
っ
て
、
パ
ラ
オ
、
蘭
領
東
イ
ン
ド
諸
島
、

米
領
フ
ィ
リ
ピ
ン
近
海
で
カ
ツ
オ
漁
場
調
査
を
実
施
し
た
（
２２
）
（
�
）。
鹿
児
島
県
水

産
試
験
場
は
、
こ
の
航
海
に
同
場
の
技
師
岸
良
精
一
を
便
乗
さ
せ
た
。
原
耕
に
よ

る
南
洋
漁
場
開
拓
に
つ
い
て
は
す
で
に
研
究
が
あ
る
た
め
（
２３
）
、
詳
述
を
控
え
る
が
、
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そ
の
成
果
は
「
外
南
洋
」
に
お
け
る
漁
業
経
営
に
つ
い
て
有
益
な
知
見
を
も
た
ら

す
も
の
と
し
て
、
漁
業
界
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
た
。
同
年
末
に
開
催
さ
れ
た
大

マ
マ

日
本
水
産
会
の
忘
年
会
に
原
は
招
か
れ
、「
南
洋
の
漁
場
開
始
に
就
て
」
と
い
う

題
目
の
も
と
「
実
見
談
」
を
披
露
し
て
い
る
（
２４
）
。
な
お
、
鹿
児
島
県
水
産
試
験
場
は

一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
度
の
原
耕
に
よ
る
第
二
回
の
調
査
（
�
）
に
も
岸
良
技

師
を
同
行
さ
せ
、『
南
洋
の
鰹
漁
業
調
査
』
と
い
う
報
告
書
を
作
成
し
た
（
２５
）
。
ま
た
、

三
重
県
水
産
試
験
場
は
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
末
よ
り
一
九
三
二
（
昭
和
七
）

年
四
月
に
か
け
て
、
セ
レ
ベ
ス
海
で
マ
グ
ロ
延
縄
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
（
２６
）
（
�
）。

と
こ
ろ
で
、
農
林
省
水
産
講
習
所
の
下
田
杢
一
と
い
う
技
師
が
、
一
九
二
六

（
大
正
一
五
）
年
一
月
に
、
中
央
の
水
産
雑
誌
に
寄
せ
た
「
刮
目
す
べ
き
南
洋
の

勃
興
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
（
２７
）
。
当
時
は
、
静
岡
県
水
産
試
験
場
と
の
共
同
調
査
を

経
て
、
水
産
講
習
所
練
習
船
雲
鷹
丸
が
南
洋
群
島
方
面
の
実
習
航
海
を
実
施
し
て

い
る
さ
な
か
で
あ
っ
た
。
下
田
は
こ
の
調
査
に
「
期
待
」
を
寄
せ
、「
明
治
の
半

世
」
に
お
け
る
「
水
産
講
習
所
練
習
船
雲
鷹
丸
」
の
「
漁
場
探
検
」、
そ
し
て
農

林
省
が
静
岡
県
水
産
試
験
場
と
「
協
同
」
し
て
実
施
し
た
「
南
洋
方
面
の
漁
場
探

検
」
に
言
及
し
つ
つ
、
南
洋
方
面
の
漁
業
が
「
正
に
初
日
の
昇
ら
ん
と
す
る
黎
明

期
」
に
あ
る
こ
と
を
予
感
し
た
。「
茫
々
た
る
大
海
の
処
女
漁
場
」
で
あ
り
な
が

ら
、
実
は
「
無
尽
蔵
の
宝
庫
」
で
も
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
南
洋
漁
場
を
、
開
拓
す

べ
き
「
好
機
」
が
到
来
し
た
と
の
認
識
を
下
田
は
示
し
て
い
た
。
な
お
、
下
田
は

以
後
、
大
規
模
な
「
南
洋
」
漁
場
調
査
に
た
び
た
び
乗
船
し
、
の
ち
に
「
南
方
漁

業
と
云
へ
ば
直
に
下
田
さ
ん
を
聯
想
す
る
（
２８
）
」
と
言
わ
れ
る
人
物
と
な
っ
て
ゆ
く
。

ま
た
、
前
述
の
原
耕
は
、
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
ご
ろ
、
漁
夫
を
鼓
舞
す

る
目
的
で
記
録
映
画
を
製
作
し
て
い
た
が
、『
無
限
の
宝
庫
』
と
題
す
る
そ
れ
は
、

福
田
忠
弘
氏
（
２９
）
に
よ
れ
ば
次
の
言
葉
か
ら
始
ま
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
富
に
国

境
な
く
宝
庫
の
秘
鍵
は
吾
等
の
手
に
あ
り
」。
ま
さ
し
く
「
国
境
」
を
越
え
て
、

一
九
二
三
年
以
降
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
か
け
て
、
水
産
資
源
の
「
宝
庫
」
と
し

て
「
南
洋
」
は
た
ち
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
秘
鍵
」
は
国
家
に
よ
っ
て

と
い
う
よ
り
も
、
ま
ず
地
方
の
漁
業
者
に
よ
っ
て
手
に
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら

の
地
方
水
産
試
験
場
に
よ
る
調
査
の
成
果
は
、
し
ば
し
ば
中
央
の
水
産
雑
誌
の
誌

上
で
共
有
さ
れ
て
い
っ
た
（
３０
）
。

（
３
）
缶
詰
の
製
造
と
輸
出
を
め
ざ
し
て
―
拓
務
省
、農
林
省
に
よ
る
調
査
―

水
産
講
習
所
に
よ
る
基
礎
調
査
の
時
代
を
経
て
、「
南
洋
」
の
水
産
調
査
が
国

家
に
よ
っ
て
本
格
的
に
企
図
さ
れ
る
時
期
は
本
稿
で
は
確
定
で
き
な
い
が
、
一
九

三
〇
（
昭
和
五
）
年
一
一
月
〜
一
九
三
二
年
二
月
に
、
拓
務
省
拓
務
局
が
水
産
講

習
所
の
練
習
航
海
を
利
用
し
て
行
っ
た
調
査
は
特
筆
に
値
す
る
（
３１
）
（【
表
２
】
の
�
）。

こ
の
調
査
の
目
的
は
、
同
行
し
た
下
田
杢
一
技
師
に
よ
れ
ば
、
欧
米
向
け
の

「
鮪
鰹
ノ
油
漬
缶
詰
」
の
製
造
試
験
に
あ
っ
た
（
３２
）
。
日
本
に
お
け
る
マ
グ
ロ
の
油
漬

缶
詰
製
造
は
、
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
六
月
に
静
岡
県
水
産
試
験
場
が
製
品
化

に
成
功
し
、
以
後
、
原
料
（
ビ
ン
ナ
ガ
マ
グ
ロ
）
の
不
漁
か
ら
生
産
低
下
に
陥
っ

て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
市
場
へ
輸
出
を
急
速
に
伸
ば
し
て
い
っ
た
（
３３
）
。
下
田
の
着
目
し

た
の
も
そ
の
点
で
あ
り
、「
鮪
鰹
ノ
油
漬
缶
詰
ハ
欧
米
ニ
於
テ
ハ
比
較
的
高
価
ニ

シ
テ
需
要
甚
ダ
大
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
」
と
の
観
察
の
う
え
、
し
か
し
「
我
国
ノ
殆
ン

ド
開
拓
シ
尽
サ
レ
タ
ル
沿
海
近
海
漁
場
」
か
ら
の
漁
獲
で
は
、「
鰭
長
鮪
以
外
ノ

鮪
類
及
鰹
類
ハ
内
地
魚
価
高
騰
ノ
為
メ
到
底
輸
出
ス
ル
コ
ト
」
が
困
難
で
あ
る
と

見
た
。
他
方
、「
独
リ
鰭
長
鮪
ハ
我
国
ニ
於
テ
ハ
最
モ
廉
ニ
シ
テ
米
国
ニ
於
テ
ハ

最
モ
高
価
ナ
ル
カ
タ
メ
輸
出
ノ
可
能
性
ア
リ
」
と
の
展
望
を
抱
い
た
が
、
そ
れ
も

国
内
漁
場
の
現
状
を
鑑
み
る
に
、
漁
獲
の
豊
富
で
あ
っ
た
年
で
す
ら
「
大
量
需
要

ニ
応
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
と
の
状
況
で
あ
っ
た
。
な
ら
ば
「
果
シ
テ
然
ラ
ハ
之
カ

生
産
ノ
途
ナ
キ
カ
否
、
大
ニ
在
リ
、
南
方
漁
場
開
拓
之
ナ
リ
」
と
下
田
は
結
論
し
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た
。
ま
た
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
で
は
「
風
土
上
及
宗
教
上
肉
類
ヨ

リ
モ
魚
類
ヲ
嗜
好
ス
可
キ
理
由
」
が
あ
る
ほ
か
、
漁
業
に
関
し
て

は
日
本
人
が
鮮
魚
供
給
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、

「
支
那
人
ノ
「
ボ
イ
コ
ッ
ト
」
モ
生
魚
販
売
ニ
対
シ
テ
ハ
如
何
ト

モ
成
シ
能
ハ
ザ
ル
実
状
」
に
下
田
は
着
目
し
た
。
そ
こ
で
、「
此

種
ノ
出
稼
移
民
漁
業
」
に
つ
い
て
も
研
究
を
な
す
、
と
し
た
。

農
林
省
の
下
田
杢
一
、
渡
邊
東
雄
は
拓
務
省
の
嘱
託
を
受
け
、

水
産
講
習
所
第
三
代
練
習
船
白
鷹
丸
の
第
三
次
航
海
に
便
乗
し
、

一
九
三
〇
年
一
一
月
一
八
日
に
「
南
洋
」
へ
向
け
て
出
航
し
た
（
３４
）
。

本
調
査
で
は
、
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
経
由
し
て
、
ス
マ
ト
ラ

島
北
岸
お
よ
び
ニ
コ
バ
ル
諸
島
沖
に
て
一
〇
日
間
ほ
ど
試
漁
を
し
、

そ
の
後
ス
マ
ト
ラ
島
西
岸
、
ジ
ャ
ワ
西
岸
で
も
二
週
間
ほ
ど
試
漁

を
行
っ
て
、
ア
ン
ボ
ン
、
セ
レ
ベ
ス
島
メ
ナ
ド
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島

ダ
バ
オ
な
ど
を
経
由
の
う
え
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
二
月
二

八
日
、
長
崎
に
帰
港
し
た
。
期
間
中
に
は
漁
撈
と
製
造
の
試
験
調

査
を
行
っ
た
ほ
か
、
寄
港
し
た
各
地
に
お
い
て
、
水
産
業
の
沿
革
、

邦
人
や
外
国
人
に
よ
る
漁
業
の
現
況
、
漁
獲
物
の
販
路
、
市
場
制

度
、
漁
業
法
制
な
ど
に
関
す
る
情
報
収
集
も
な
さ
れ
て
い
る
（
３５
）
。

そ
の
成
果
は
、
マ
グ
ロ
、
カ
ツ
オ
は
「
彼
ノ
広
大
ナ
ル
海
面
ニ

亘
リ
普
ク
濃
厚
ニ
棲
息
」
し
て
お
り
、
冷
凍
魚
と
す
る
に
し
て
も

缶
詰
と
し
て
も
販
路
は
十
分
に
あ
る
。「
而
シ
テ
現
在
ノ
漁
業
ハ

前
記
ノ
如
ク
云
フ
ニ
足
ラ
ズ
殆
ド
処
女
海
ナ
ル
ヲ
以
テ
適
種
漁
具
、

漁
法
ヲ
考
究
シ
販
路
ノ
拡
張
ニ
努
力
ス
レ
バ
根
拠
地
漁
業
若
シ
ク

ハ
工
船
漁
業
ト
シ
テ
大
ナ
ル
発
展
ヲ
ナ
シ
得
ル
モ
ノ
ト
信
ズ
ル
モ

ノ
ナ
リ
」
と
高
く
評
価
さ
れ
た
（
３６
）
。
そ
し
て
、
缶
詰
の
製
造
試
験
は
、

【表２】 省庁による主な「南洋」漁場調査―１９３０年～１９３４年―

漁業種別

延縄

巾着網、マ
グロ延縄

マグロ・カ
ツオ巾着網、
マグロ延縄

マグロ・カ
ツオ巾着網、
マグロ延縄

注１）本文引用文献を主要典拠に作成した。
注２）「期間」は、航海の期間を指す。
注３）「調査船」欄において括弧内は船の所有者を指す。

目的

マグロの油
漬缶詰製造

キハダマグ
ロの漁獲と
工船による
缶詰製造

「鮪工船漁
業の経営的
指導調査」

「母船式鮪
漁業の経営
的価値を確
立せんとす
る 調 査 試
験」

地域

香港、馬来
半島、蘭領
東印度、英
領印度アン
ダマン島、
比律賓

南洋群島、
英領馬来、
英領北ボル
ネオ、蘭領
東印度、米
領比律賓

東部インド
洋ニコバル
列島中部か
らスマトラ
島西部中央
ナイアス島
に至る海面

ナイアス島
以南ジャワ
等南岸およ
びチモール
島に至る海
面

乗船技師

下田杢一・
渡辺東雄

長田景貞・
邨井捨吉・
中村新七

下田杢一・
松崎隆一・
邨井捨吉・
北川令三・
中村新七

下田杢一・
松崎隆一・
邨井捨吉・
北川令三

調査船

白鷹丸
（水産講習
所）

白鷹丸
（水産講習
所）

榛名丸
（日魯漁業）

榛名丸
（日魯漁業）

管轄者

農林省水産講習所
拓務省拓務局

農林省水産講習所
農林省水産局

農林省水産局

農林省水産局

期間

１９３０年１１月１８日～１９３１年２月２８日

１９３１年１１月４日～１９３２年３月１０日

１９３２年１１月１日～１９３３年３月１０日

１９３３年１０月２６日～１９３４年３月５日

�

�

�

�
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翌
年
度
以
降
は
農
林
省
に
引
き
継
が
れ
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
報
告
書
に
は
「
今
ヤ
北
洋
ノ
漁
業
ニ
行
キ
詰
マ
レ
ル
我
水
産

界
ノ
巨
頭
連
ガ
来
リ
テ
南
洋
ニ
漁
場
ヲ
開
発
ス
ベ
キ
絶
好
ノ
機
会
ナ
ル
ヲ
信
ズ
ル

モ
ノ
ナ
リ
」
と
も
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
（
３７
）
、
本
調
査
は
、
北
洋
漁
業
の
現
状
と
対

比
さ
れ
る
な
か
で
、
漁
業
界
の
関
心
を
広
く
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
い
う
の

も
、
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
一
月
に
調
印
を
み
る
日
ソ
漁
業
協
約
の
改
訂
交
渉

を
契
機
に
、
北
洋
に
お
け
る
日
ソ
間
の
漁
業
秩
序
が
変
容
し
、
漁
区
の
分
配
を
め

ぐ
っ
て
両
者
が
緊
張
状
態
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
３８
）
。
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
二

月
と
三
月
に
行
わ
れ
た
漁
区
競
売
で
は
、
ソ
連
の
獲
得
し
た
漁
区
数
が
日
本
側
の

そ
れ
を
上
回
っ
た
と
日
本
人
漁
業
者
に
認
識
さ
れ
た
た
め
（
過
去
に
長
期
契
約
を

結
ん
だ
漁
区
も
含
め
れ
ば
実
際
に
は
日
本
側
の
優
位
が
保
た
れ
て
い
た
が
）、
彼

ら
は
、
漁
業
権
擁
護
を
訴
え
て
省
庁
や
帝
国
議
会
議
員
に
向
け
て
政
治
運
動
を
展

開
し
た
。
そ
し
て
同
年
五
月
に
は
、
貴
族
院
に
お
い
て
「
水
産
国
策
樹
立
ノ
建
議

案
」
が
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

こ
の
建
議
案
は
、「
北
洋
漁
業
権
ノ
確
保
ト
云
フ
コ
ト
ガ
、
将
ニ
侵
サ
レ
ム
ト

シ
テ
居
ル
」
状
況
に
お
い
て
、
よ
り
強
固
な
対
応
を
政
府
に
求
め
る
こ
と
が
「
骨

子
」
と
さ
れ
た
が
（
３９
）
、
興
味
深
い
こ
と
は
、
そ
の
議
論
の
な
か
で
「
我
ガ
勇
敢
ナ
ル

熟
練
ナ
ル
所
ノ
従
業
者
」
が
「
今
日
マ
デ
南
洋
ノ
而
モ
豊
饒
ナ
ル
漁
場
ニ
出
掛
ケ

テ
居
ラ
ヌ
」
現
状
が
遺
憾
と
さ
れ
、「「
セ
レ
ベ
ス
」「
ボ
ル
ネ
オ
」「
ス
マ
ト
ラ
」、

或
ハ
世
界
ノ
漁
場
ノ
宝
庫
ト
申
シ
マ
ス
ル
所
ノ
「
ハ
ル
マ
ヘ
ラ
ー
」
ノ
周
囲
ニ
於

テ
、
我
ガ
勇
マ
シ
キ
欸
乃
ノ
声
ヲ
聞
カ
ナ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
ド
ウ
云
フ
訳
デ
ア
リ

マ
セ
ウ
カ
（
４０
）」
と
日
本
人
漁
業
者
の
「
南
洋
」
漁
場
進
出
が
説
か
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。

つ
ま
り
北
洋
漁
業
権
益
を
め
ぐ
る
日
ソ
の
緊
張
関
係
を
背
景
に
、
水
産
国
策
樹

立
の
急
務
が
強
調
さ
れ
、
他
方
で
「
豊
饒
ナ
ル
漁
場
」
と
し
て
の
「
南
洋
」
が
、

国
政
の
場
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
る
と
い
う
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で
、
白
鷹
丸
の

航
海
は
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
白
鷹
丸
の
も
た
ら
し
た
情
報
は
、
そ
の

後
拓
務
省
、
農
林
省
の
政
策
に
お
い
て
重
要
な
参
照
事
項
と
さ
れ
、「
南
洋
」
漁

業
は
（
と
き
に
「
北
洋
」
の
そ
れ
と
併
記
し
て
）
政
策
に
明
文
化
さ
れ
る
に
至
る
。

例
え
ば
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
六
月
に
拓
務
省
が
開
催
し
た
水
産
事
務
協
議

会
で
は
、「
南
洋
に
於
け
る
根
拠
地
漁
業
の
伸
展
方
策
」
が
協
議
さ
れ
た
（
４１
）
。
こ
こ

で
は
、
下
田
杢
一
に
よ
っ
て
「
南
洋
水
産
事
情
」
の
概
要
が
報
告
さ
れ
た
あ
と
、

調
査
船
出
動
に
関
す
る
各
機
関
の
「
連
絡
統
一
」
や
出
漁
に
際
し
て
の
補
助
奨
励

に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
農
林
省
は
国
際
貸
借
改
善
の
観
点
か
ら
南

洋
漁
場
の
開
拓
に
関
心
を
寄
せ
た
。
同
省
が
一
九
三
一
年
九
月
に
設
置
し
た
農
林

審
議
会
で
は
、
協
議
事
項
で
あ
る
「
貿
易
農
林
水
産
物
ノ
輸
出
増
進
及
輸
入
防
遏

ニ
関
ス
ル
方
策
」
に
つ
い
て
、
水
産
に
関
し
て
は
「
南
北
両
洋
ニ
於
ケ
ル
漁
場
開

発
ニ
依
ル
工
船
漁
業
ノ
奨
励
」
や
「
南
北
両
洋
方
面
ニ
於
ケ
ル
大
漁
業
根
拠
地
ノ

設
置
」
な
ど
が
答
申
さ
れ
た
（
４２
）
。

実
際
、
農
林
省
は
一
九
三
一
年
一
一
月
か
ら
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
三
月
に

「
南
洋
「
セ
レ
ベ
ス
」
海
及
印
度
洋
」
方
面
へ
向
け
て
行
わ
れ
た
、
水
産
講
習
所

白
鷹
丸
の
練
習
航
海
に
、
水
産
局
技
師
長
田
景
貞
ほ
か
二
名
を
乗
船
さ
せ
て
い
る
（
４３
）

（
�
）。
本
調
査
で
は
「
従
来
ノ
予
備
的
調
査
ノ
結
果
ニ
基
キ
」、「
黄
肌
鮪
ヲ
漁
獲

シ
直
ニ
船
内
工
場
設
備
ニ
ヨ
リ
缶
詰
ニ
加
工
」
す
る
こ
と
に
加
え
、
製
品
の
「
輸

出
試
売
」
を
行
い
、「
南
方
漁
業
ノ
採
算
的
営
業
ノ
基
礎
ヲ
闡
明
」
す
る
こ
と
が

目
的
と
さ
れ
た
。
と
く
に
力
が
入
れ
ら
れ
た
の
は
「
大
企
業
ノ
大
量
製
産
的
原

料
」
と
し
て
十
分
な
量
の
漁
獲
を
保
証
で
き
る
か
、
ま
た
そ
の
製
品
の
販
路
お
よ

び
市
価
は
「
企
業
ヲ
安
全
且
ツ
可
能
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヤ
否
ヤ
」
の
精
査
で
あ
っ
た
。

こ
の
調
査
で
は
延
縄
漁
が
「
前
例
ヲ
見
ザ
ル
」
ほ
ど
の
成
果
を
挙
げ
、「
延
縄
漁

法
ニ
ヨ
ル
鮪
油
漬
缶
詰
工
船
漁
業
ノ
確
実
性
」
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
「
餌
料
ヲ
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要
セ
ザ
ル
漁
法
」
で
あ
る
巾
着
網
漁
も
試
み
ら
れ
た
が
、
試
験
期
間
が
短
期
で

あ
っ
た
た
め
、
評
価
に
つ
い
て
は
保
留
さ
れ
た
。
他
方
、
缶
詰
製
造
に
関
し
て
は
、

白
鷹
丸
は
「
蟹
工
船
式
ニ
設
計
」
さ
れ
て
い
た
た
め
、「
幾
多
ノ
不
便
」
を
免
れ

な
か
っ
た
が
、「
今
後
実
際
経
営
」
の
際
に
は
改
良
を
加
え
る
こ
と
で
成
功
の
見

込
み
あ
り
と
さ
れ
た
。

前
年
度
の
反
省
を
受
け
て
、
農
林
省
は
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
度
お
よ
び
一

九
三
三
（
昭
和
八
）
年
度
に
は
、
日
魯
漁
業
株
式
会
社
所
属
冷
蔵
船
榛
名
丸
を
傭

船
し
、
南
洋
鮪
工
船
と
し
て
「
改
造
」
を
施
し
た
う
え
で
、「
鮪
工
船
漁
業
の
経

営
的
指
導
調
査
」
を
実
施
し
た
。
一
九
三
二
年
度
の
調
査
で
は
、
一
一
月
か
ら
翌

年
三
月
に
か
け
て
、
東
部
イ
ン
ド
洋
ニ
コ
バ
ル
列
島
中
部
か
ら
ス
マ
ト
ラ
島
西
部
、

中
央
ナ
イ
ア
ス
島
に
至
る
海
面
で
漁
獲
と
缶
詰
製
造
試
験
な
ど
が
行
わ
れ
た
（
４４
）

（
�
）。
製
造
さ
れ
た
缶
詰
は
国
内
に
持
ち
帰
ら
れ
指
名
競
売
に
か
け
ら
れ
た
が
、

入
札
者
は
少
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
を
農
林
省
は
、「
新
販
路
開
拓
及
対
米
貿
易

の
此
の
種
の
缶
詰
の
統
制
上
」、
最
大
販
路
た
る
米
国
を
輸
出
対
象
と
す
る
こ
と

を
農
林
省
が
禁
じ
た
影
響
か
と
分
析
し
て
い
る
。
翌
年
度
の
調
査
は
、
漁
場
を
東

に
移
し
て
「
ナ
イ
ア
ス
島
以
南
、
爪
哇
南
岸
及
其
以
東
チ
モ
ー
ル
島
に
至
る
」
海

面
に
て
試
験
が
行
わ
れ
た
（
４５
）
（
�
）。
二
度
に
わ
た
る
長
期
の
漁
場
調
査
を
経
て
、

農
林
省
の
出
し
た
「
結
論
」
は
、
原
料
と
な
る
マ
グ
ロ
の
漁
獲
量
に
関
し
て
は
懸

念
す
る
に
は
及
ば
な
い
が
、「
現
今
各
国
共
に
保
護
関
税
障
壁
を
高
く
し
、
鮪
類

の
最
大
輸
入
国
た
る
米
国
と
我
国
と
の
間
に
は
輸
出
統
制
が
行
は
れ
、
欧
州
の
最

大
需
要
国
た
る
伊
太
利
は
輸
入
を
禁
止
せ
る
を
以
て
、
今
直
に
印
度
洋
又
は
赤
道

以
南
の
南
洋
方
面
に
お
け
る
、
母
船
式
鮪
漁
業
の
企
業
の
見
込
な
」
し
、
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
山
口
和
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
以
後
、「
南
洋
」
に
お
け
る
母
船
式

マ
グ
ロ
漁
業
の
企
業
化
は
「
実
現
は
し
な
か
っ
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
（
４６
）
。

二
、
台
湾
と
「
南
洋
」
の
海

―
「
責
任
区
域
」
か
ら
「
資
源
」
情
報
の
共
有
へ
―

南
洋
に
於
け
る
漁
場
を
調
査
し
、
同
方
面
に
於
け
る
邦
人
の
事
業
を
し
て
今

日
に
至
ら
し
め
た
る
も
の
は
台
湾
総
督
府
で
あ
る
と
言
つ
て
も
過
言
で
は
あ

る
ま
い
。
台
湾
総
督
府
は
、
大
正
六
年
以
来
、
年
中
行
事
の
一
と
し
て
試
験

船
を
特
派
し
、
南
洋
の
水
産
を
調
査
し
つ
ゝ
あ
る
。
而
し
て
今
日
ま
で
同
総

督
府
内
に
蓄
積
せ
ら
れ
て
ゐ
る
南
洋
の
水
産
資
源
に
関
す
る
知
識
は
頗
る
豊

富
な
る
も
の
で
あ
る
（
４７
）
。

南
洋
協
会
台
湾
支
部
は
、
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
九
月
、『
南
洋
水
産
資

源
』
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
を
刊
行
し
た
。
右
は
そ
の
発
売
に
先
が
け
て
、
一
九
二

八
（
昭
和
三
）
年
一
一
月
に
『
南
洋
協
会
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
予
約
募
集
」

広
告
の
一
節
で
あ
る
。「
南
洋
」
を
対
象
に
、
独
自
に
調
査
を
積
み
重
ね
て
き
た

台
湾
の
自
負
が
う
か
が
え
よ
う
。

『
南
洋
水
産
資
源
』
は
、
そ
の
凡
例
に
よ
れ
ば
、「
近
海
漁
業
の
行
詰
り
」
を
背

景
に
、
漁
業
家
が
「
北
に
南
に
荐
り
に
新
漁
場
を
あ
さ
り
つ
ゝ
あ
る
」
状
況
下
に
、

か
ね
て
よ
り
台
湾
総
督
府
や
農
林
省
が
水
産
試
験
船
を
派
し
て
行
っ
て
い
た
調
査

の
成
果
を
集
成
し
、
一
般
の
利
用
に
供
す
る
べ
く
刊
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
４８
）
。
本

章
で
は
、
こ
の
『
南
洋
水
産
資
源
』
所
収
の
文
献
を
手
が
か
り
に
、
台
湾
に
お
け

る
「
南
洋
」
水
産
調
査
の
主
体
や
調
査
の
方
法
を
か
い
ま
み
た
い
。

【
表
３
】
に
『
南
洋
水
産
資
源
』
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
お
よ
び
そ
の
続
編
と
し

て
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
第
四
巻
に
つ
い
て
、
目
次
と
そ

の
典
拠
と
思
わ
れ
る
文
献
を
ま
と
め
た
。
そ
の
う
え
で
、
典
拠
文
献
の
発
行
主
体

が
台
湾
内
の
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
「
台
湾
」
欄
に
○
を
、
な
お
か
つ
そ
の
機
関
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が
調
査
船
を
派
遣
し
て
実
地
調
査
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
◎
を
記
入
の
う
え
、

「
備
考
」
欄
に
調
査
期
間
と
地
域
を
記
し
た
。
ま
た
、
台
湾
総
督
府
に
よ
る
「
南

支
那
及
南
洋
調
査
」
の
一
環
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
号
数
を
記
し
、
調
査
対
象

地
域
を
「
南
支
」「
南
洋
」
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
分
類
し
て
示
し
た
。

ま
ず
、
文
献
の
発
行
主
体
に
着
目
す
る
と
、
台
湾
内
諸
機
関
の
作
成
し
た
文
献

を
多
く
所
収
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
台
湾
総
督
府
の
「
南
支
那
及
南
洋
調
査
」
に

よ
る
も
の
が
約
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
４９
）
。
ほ
か
に
台
北
州
、
基
隆
市

役
所
、
台
湾
総
督
府
水
産
試
験
場
も
成
果
を
出
し
て
い
る
。
台
湾
以
外
で
は
、
南

洋
協
会
新
嘉
坡
商
品
陳
列
所
、
華
南
銀
行
の
調
査
報
告
を
所
収
し
て
い
る
点
が
特

徴
的
で
あ
る
。
台
湾
総
督
府
、
南
洋
協
会
台
湾
支
部
、
華
南
銀
行
な
ど
は
、
ア
ジ

ア
地
域
に
関
す
る
調
査
を
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
に
行
い
な
が
ら
、
相
互
に
資
料
提
供

や
人
的
交
流
が
持
た
れ
て
い
た
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
５０
）
、
そ
の
関
係

性
は
『
南
洋
水
産
資
源
』
全
四
巻
の
構
成
か
ら
も
見
て
と
れ
る
。
内
地
の
機
関
に

よ
る
調
査
報
告
は
、
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
の
鹿
児
島
県
に
よ
る
調
査
以
降
、

計
五
点
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

『
南
洋
水
産
資
源
』
所
収
文
献
に
は
、
と
く
に
第
二
巻
の
構
成
に
顕
著
に
見
て

と
れ
る
よ
う
に
、「
南
支
」
の
み
を
調
査
対
象
と
す
る
も
の
も
含
ま
れ
た
。
こ
れ

は
、
南
洋
協
会
に
お
け
る
「
南
洋
」
の
定
義
が
、「
南
支
一
体
」
を
も
含
ん
で
い

た
た
め
と
思
わ
れ
る
（
５１
）
。
ま
た
、「
台
湾
の
場
合
、
南
洋
は
常
に
外
南
洋
を
中
心
と

し
た
南
方
諸
地
域
で
あ
っ
た
（
５２
）
」
と
の
評
価
は
、
本
稿
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
り
、

「
南
洋
」
に
関
し
て
は
米
領
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
英
領
北
ボ
ル
ネ
オ
、
蘭
領
東
イ
ン
ド
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
が
主
要
な
調
査
対
象
地
と
さ
れ
て
い
る
。
内
地
の
機
関
に
よ

る
調
査
報
告
の
収
録
状
況
を
見
て
も
、
対
象
地
は
い
ず
れ
も
「
外
南
洋
」
で
あ
り
、

台
湾
に
お
け
る
ア
ジ
ア
調
査
の
関
心
の
所
在
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

備考

農商務省水産局員高山伊太郎による蘭領東印度、比律賓、
暹羅、仏領印度支那などの視察報告。
１９１７年１２月１７日～１９１８年４月２０日、「菲律賓群島英領ボ
ルネオ島及蘭領東印度諸島」の「漁業試験及水産調査」
を実施。

台湾総督府殖産局員による視察報告。

１９２２年５月２７日～同年６月２５日に、「支那江蘇省、浙江
両省下」における水産業調査を実施。
１９２２年２月１６日～同年４月２７日に、「英領香港、支那海
南島、仏領印度支那」の水産業調査を実施。

上海発行の「申報」記事の邦訳。

１９２６年１月１２日～同年３月２５日に、「東京湾及香港沖合
より海南島に至る海区」の水産試験調査を実施。
David G. Stead,General Report upon the Fisheries of British
Malaya（１９２３）の邦訳。Steadは「英領馬来漁業調査
官」とのこと。

１９２７年１月３１日～同年５月５日に、「比律賓群島沿海、
ボルネオ、セレベス沿海に於ける漁業試験及び海洋調
査」を実施。
モロッカス群島で「栽培業を経営」する江川俊治が、漁
業に関する調査を行い、台湾総督官房調査課に提出した
報告をまとめたもの。
１９２７年、鹿児島県水産試験場による調査（前掲【表１】
�）。
Albert W. Herre, Fishery Resources of the Philippine Is-
lands（１９２７）の邦訳。Herreは「永年間比律賓政府科学
局の水産課長」を務めたとのこと。
典拠不明。「農林省編」とのこと。執筆者は亀谷浤夫
（高知県水産会書記）。１９２７年、高知県水産試験場による
調査（前掲【表１】�）と関連か。
典拠不明。「台湾総督府〔水産試験場ヵ〕編」とのこと。
１９２７年１１月５日～１９２８年２月２８日に、「南支那海」フィ
リピン近海の漁業試験調査を実施。
永福虎が１９２８年１２月に執筆したものを本人の許可を得て
刊行したもの。

１９２８年１２月１日～１９２９年２月９日に、「南支那特に香港
沖合における漁業試験及海洋調査」を実施。また附録と
して「外務省商工省其他の漁業参考資料」を収録。

１９２９年、鹿児島県水産試験場による調査（前掲【表１】
�）。
典拠不明。「基隆市役所編」、「昭和五年七月」発表との
こと。内容は、邦人漁業者の進出状況、市場、販売制度、
漁価、製氷設備、水産物取引状況など。

１９３０～１９３１年、拓務省による調査（前掲【表２】�）。

１９３１～１９３２年、三重県水産試験場による調査（前掲【表
１】�）。
典拠不明。「前根寿一著」、「昭和八年十一月」発表との
こと。前根は蓬莱漁業公司の人物。「帝国海軍」関係で
の講演内容か。
１９３２年１２月２４日～１９３３年４月５日に、「濠州東岸に於け
る高瀬貝の漁場探険並に採集を目的」に民間漁船に技師
が便乗して調査を実施。
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【表３】『南洋水産資源』全四巻所収資料の概要

調査対象地域
「南洋」

○

○

○

○

○

○

○

○

注１）「台湾」欄には、台湾内の機関による調査に○を、そのうち調査船を派遣して実地調査を行っているものに◎を記した。
注２）「南支那及南洋調査」欄には、台湾総督府の「南支那及南洋調査」について、その号数を記し、調査対象地域を「南支」「南洋」に分類して示した。
注３）「備考」欄は、「典拠」文献および『南支那及南洋調査書目録』（台湾総督官房調査課、１９３５年）を参照して作成した。

「南支」

○

○

○

○

○

○

「南支那及
南洋調査」

第４３輯

第４８輯

第７５輯

第７３輯

第９４輯

第１２５輯

第１２６輯

第１４６輯

第１５４輯

第１６４輯

第１６５輯

第１７４輯

第２０６輯

台湾

◎

○

◎

◎

○

◎

○

○

◎

○

○

◎

○

◎

○

◎

典拠

高山伊太郎『南洋之水産』、農商務省水産局、１９１４
年

『南洋ノ水産』、台湾総督府殖産局商工課、１９２０
年

『南支那之水産業』、台湾総督府殖産局、１９２１年

『江蘇省浙江省水産業調査報告』、台湾総督府殖
産局商工課、１９２３年
『南支那佛領印度支那之水産業』、台湾総督府殖
産局商工課、１９２３年

『支那の漁業』、台湾総督官房調査課、１９２５年

『南支那佛領印度支那漁業試驗報告』、台湾総督
官房調査課、１９２６年

David G. Stead編纂、台湾総督官房調査課訳『英
領馬来の漁業』、台湾総督官房調査課、１９２６年

『南支の水産』、台北州、１９２８年

『比律賓、ボルネオ並にセレベス近海に於ける漁
業試験報告』、台湾総督官房調査課、１９２８年

『蘭領印度モロッカス群島近海の鰹漁業並に同地
方沖縄県漁民の状況』、台湾総督官房調査課、１９２８
年
「南洋ノ鰹漁業」『大正十五年昭和元年度事業報
告』、鹿児島県水産試験場、１９２８年

『比律賓群島の水産資源』、台湾総督官房調査課、
１９２９年

『新嘉坡に於ける漁業状況』、台湾総督官房調査
課、１９２９年

『南支那漁業試験報告 附漁業資料』、台湾総督
官房調査課、１９２９年

向井章「印度支那の水産業」、『東亜経済研究』
第１１巻第３号、１９２７年７月
『南洋の鰹漁業調査』、鹿児島県水産試験場、１９３０
年

南洋協会新嘉坡商品陳列所報告「英領馬来ニ於
ケル水産物取引状況」、『内外市場ニ於ケル本邦
輸出水産物ノ取引状況』下、商工省貿易局、１９３０年
『南洋ニ於ケル水産業調査書』、拓務省拓務局、
１９３１年
『新嘉坡に於ける邦人水産業』、華南銀行、１９３１
年

『馬来ニ於ケル各種漁業』、華南銀行、１９３２年

『昭和六年度南洋鮪漁業調査試験報告』、三重県
水産試験場、１９３２年

「大洋洲沿海ニ於ケル貝類漁業調査」、『台湾総督
府水産試験場昭和七年度事業報告』、同場、１９３４
年

標題

南洋之水産

南洋の水産

南支那之水産業

江蘇省浙江省水産業

南支那仏領印度支那水産業

支那之漁業

南支那仏領印度支那漁業試
験報告

英領馬来之漁業

南支の水産

比律賓並にボルネオ、セレ
ベス近海に於ける漁業試験
報告
蘭領東印度北モルッカス群
島鰹漁業並に同地方沖縄県
漁民の状況

南洋之鰹漁業

比律賓群島水産資源

南洋之水産業

南支那比律賓近海に於ける
漁業試験

新嘉坡に於ける漁業状況

南支那漁業試験報告

漁業資料

印度支那の水産業

南洋の鰹漁業調査

香港・広東並に東京湾漁業
調査報告

英領馬来に於ける水産物取
引状況

南洋に於ける水産業調査書

新嘉坡に於ける邦人水産業
附 馬来半島に於ける各種
漁業

南洋鮪漁業調査試験報告

水産業と海外発展

大洋洲沿海に於ける貝類漁
業調査

巻
（発行年）

第１巻
（１９２９年）

第２巻
（１９２９年）

第３巻
（１９２９年）

第４巻
（１９３４年）
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さ
て
、
台
湾
に
お
い
て
「
南
洋
」
の
水
産
業
に
関
す
る
実
地
調
査
は
、
い
ず
れ

も
台
湾
総
督
府
が
水
産
試
験
船
凌
海
丸
を
派
遣
し
て
行
っ
た
。
そ
の
調
査
は
遅
く

と
も
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
よ
り
、「
菲
律
賓
群
島
、
英
領
ボ
ル
ネ
オ
及
蘭
領

東
印
度
諸
島
」
を
対
象
に
着
手
さ
れ
て
い
る
。
以
後
、
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）

年
に
「
南
支
那
」
と
と
も
に
「
仏
領
印
度
支
那
」
が
、
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年

に
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
近
海
や
ボ
ル
ネ
オ
島
、
セ
レ
ベ
ス
島
の
沿
海
を
対
象
に
、
二
度
、

漁
業
試
験
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
に
は
「
大
洋
洲
沿
海
ニ

於
ケ
ル
貝
類
」
の
調
査
が
行
わ
れ
た
（
５３
）
。
さ
ら
に
、
台
湾
総
督
府
で
は
、
こ
れ
ら
の

実
地
試
験
の
ほ
か
に
、「
英
領
馬
来
漁
業
調
査
官
」
や
元
「
比
律
賓
政
府
科
学
局

の
水
産
課
長
」
に
よ
る
著
作
の
邦
訳
、
あ
る
い
は
現
地
に
て
漁
業
経
営
を
行
う
日

本
人
（
江
川
俊
治
、
永
福
虎
）
に
よ
る
報
告
を
も
と
に
情
報
収
集
を
行
っ
て
い
た

こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
九
三
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
、『
南
洋
水
産
資
源
』
第
四
巻
の
冒

頭
に
は
、
台
湾
総
督
府
が
長
年
漁
業
調
査
の
対
象
地
と
し
て
き
た
、「
南
洋
」
の

海
が
、
も
は
や
台
湾
総
督
府
の
み
に
よ
っ
て
管
轄
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
な
っ
た

と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
初
、
台
湾
総
督
府
が
「
南
洋
」
の

漁
業
調
査
に
着
手
し
た
こ
ろ
は
、「
台
湾
総
督
府
の
行
ふ
べ
き
調
査
の
責
任
区
域

で
あ
る
」
と
の
位
置
づ
け
か
ら
動
い
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、

「
最
近
日
本
近
海
に
於
け
る
水
産
資
源
が
著
し
く
減
耗
し
た
る
こ
と
が
明
か
に
な

り
」、「
南
洋
漁
業
の
調
査
を
行
ふ
者
も
台
湾
以
外
に
沢
山
に
出
来
て
来
た
」。
ゆ

え
に
、
従
来
各
機
関
が
独
自
に
蓄
積
し
て
き
た
研
究
の
成
果
を
共
有
す
べ
き
時
機

が
到
来
し
た
と
の
観
察
で
あ
る
（
５４
）
。『
南
洋
水
産
資
源
』
全
四
巻
の
刊
行
は
、
一
九

二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
三
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
、
帝
国
日
本
に
お
け
る
「
南

洋
」
漁
場
へ
の
関
心
の
質
が
、
台
湾
総
督
府
の
「
責
任
区
域
」
と
し
て
の
位
置
づ

け
か
ら
、「
水
産
資
源
」
を
求
め
た
よ
り
広
範
な
主
体
へ
と
開
か
れ
た
こ
と
を
示

し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

三
、
邦
人
漁
業
者
の
実
態
把
握
―
沖
縄
漁
民
の
発
見
―

前
章
ま
で
に
、
内
地
も
し
く
は
台
湾
の
機
関
に
よ
っ
て
戦
間
期
に
実
施
さ
れ
た

「
南
洋
」
漁
業
調
査
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
資
源
の
有
無
や
そ
の
漁
獲
方

法
、
漁
獲
物
の
加
工
と
販
売
の
研
究
を
主
眼
と
し
た
こ
れ
ら
の
調
査
は
、
意
図
せ

ず
と
否
と
に
関
わ
ら
ず
、「
南
洋
」
各
地
に
す
で
に
散
在
し
て
い
た
日
本
人
漁
民

の
存
在
を
把
握
す
る
契
機
と
も
な
っ
た
（
５５
）
。

と
り
わ
け
、
現
地
へ
実
際
に
調
査
に
行
っ
た
者
が
、
帰
国
後
口
々
に
言
及
し
た

の
は
、「
沖
縄
県
人
」
の
存
在
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年

の
六
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
原
耕
の
実
施
し
た
、
本
邦
初
の
本
格
的
な
「
外
南

洋
」
漁
場
調
査
に
便
乗
し
た
鹿
児
島
県
水
産
試
験
場
の
場
長
は
、
帰
国
後
、
水
産

雑
誌
に
寄
稿
し
た
報
告
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
言
及
を
行
っ
た
。

規
模
は
小
な
る
も
沖
縄
県
人
の
出
漁
は
案
外
各
地
に
汎
く
、
南
洋
各
地
我
漁

業
者
を
認
む
る
と
き
夫
は
沖
縄
県
人
な
り
と
云
ふ
程
に
て
我
漁
業
者
の
先
駆

を
為
し
居
れ
り
（
５６
）
。

同
様
に
、
や
は
り
便
乗
し
た
岸
良
精
一
技
師
も
、
南
洋
進
出
の
重
要
性
を
強
調

す
る
文
脈
に
お
い
て
、「
南
洋
の
漁
業
は
沖
縄
県
人
潜
り
漁
夫
に
依
り
て
支
配
せ

ら
れ
る
時
期
は
既
に
過
ぎ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
（
５７
）
。

岸
良
の
言
う
「
沖
縄
県
人
潜
り
漁
夫
」
と
は
、
沖
縄
漁
民
独
特
の
漁
法
と
さ
れ

た
追
込
網
を
駆
使
す
る
人
々
を
指
す
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
漁
法
は
、

こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
地
方
の
水
産
試
験
場
や
農
林
・
拓
務
両
省
が
操

業
を
目
指
し
た
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
と
は
、
対
象
と
す
る
資
源
も
漁
獲
方
法
も

異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
沿
岸
の
磯
魚
な
ど
を
対
象
に
、
あ
ら
か
じ
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め
仕
掛
け
て
お
い
た
網
に
漁
師
が
自
ら
潜
っ
て
魚
群
を
追
込
み
、
漁
獲
し
た
魚
を

近
隣
の
市
場
で
売
却
し
て
現
金
収
入
を
得
る
と
い
う
漁
法
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も

は
沖
縄
県
近
海
で
営
ま
れ
て
い
た
漁
法
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
漁
獲
能
率
の
高
さ
か

ら
漁
場
の
移
動
を
不
可
避
と
し
、
他
方
で
地
先
住
民
か
ら
の
排
斥
も
受
け
る
よ
う

に
な
り
、
一
九
一
〇
年
代
後
期
よ
り
徐
々
に
、
九
州
近
海
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど

の
「
外
南
洋
」
方
面
へ
と
漁
場
を
移
し
て
い
っ
た
（
５８
）
。

そ
の
後
、
沖
縄
の
追
込
網
漁
民
が
た
ど
っ
た
「
南
洋
」
進
出
の
プ
ロ
セ
ス
に
は

判
然
と
し
な
い
点
も
多
い
が
、「
外
南
洋
」
に
お
け
る
追
込
網
漁
民
の
出
漁
状
況

を
包
括
的
に
把
握
し
、
明
る
み
に
出
し
た
も
の
こ
そ
、
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年

一
一
月
よ
り
拓
務
省
の
実
施
し
た
「
南
洋
ニ
於
ケ
ル
水
産
業
調
査
」（
�
）
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
こ
の
調
査
で
は
、
英
領
イ
ン
ド
の
ニ
コ
バ

ル
諸
島
近
海
や
蘭
領
東
イ
ン
ド
の
ス
マ
ト
ラ
島
近
海
な
ど
で
、
延
縄
そ
の
他
の
試

漁
を
実
施
し
た
ほ
か
、
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
蘭
領
東
イ
ン
ド
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

な
ど
寄
港
し
た
各
地
に
お
い
て
、
水
産
業
の
沿
革
や
邦
人
も
し
く
は
外
国
人
に
よ

る
漁
業
状
況
、
漁
獲
物
の
販
路
や
取
引
状
況
、
市
場
制
度
、
漁
業
金
融
な
ど
に
関

す
る
広
範
な
資
料
の
収
集
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
調
査
の
末
に
拓
務
省
が
「
南

洋
方
面
ニ
於
テ
最
モ
発
展
シ
最
モ
有
利
ニ
展
開
シ
居
ル
漁
業
」
で
あ
る
と
の
認
識

を
示
し
た
の
は
、「
沖
縄
県
人
独
特
ノ
漁
業
タ
ル
追
込
網
漁
業
」
で
あ
っ
た
（
５９
）
。
す

な
わ
ち
、「
邦
人
漁
業
者
ノ
新
嘉
坡
市
場
供
給
高
二
十
万
弗
ノ
内
其
九
割
、
又

「
バ
タ
ビ
ヤ
」
市
ノ
五
十
二
万
盾
ノ
内
其
九
割
余
ハ
本
漁
業
ニ
ヨ
ル
漁
獲
物
」
で

あ
り
「
仏
領
印
度
支
那
、
暹
羅
、
緬
甸
、
海
峡
殖
民
地
及
蘭
領
東
印
度
ニ
於
テ
ハ
、

現
在
殆
ン
ド
全
海
面
ニ
於
テ
操
業
シ
居
リ
、
僅
ニ
「
ス
マ
ト
ラ
」
西
岸
ノ
一
部
、

爪
哇
西
南
岸
及
「
モ
ル
ツ
ケ
ン
」
海
ニ
於
テ
未
着
手
ノ
漁
場
残
存
セ
ル
程
ナ
レ
バ
、

本
漁
業
ハ
寧
ロ
整
理
ス
可
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ザ
ル
カ
ト
思
ハ
ル
（
６０
）
」
と
の
評
価
を
拓
務

省
は
報
告
し
た
。

た
だ
し
、
注
意
を
要
す
る
点
は
、
本
調
査
に
お
い
て
は
「
外
南
洋
」
方
面
に
広

く
展
開
し
て
い
た
こ
の
追
込
網
漁
業
に
、
必
ず
し
も
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
は

い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
寧
ロ
整
理
ス
可
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ザ

ル
カ
ト
思
ハ
ル
」
と
の
記
述
に
も
見
て
と
れ
る
。
ま
た
、
本
調
査
に
同
行
し
、
そ

の
後
、
榛
名
丸
に
よ
る
調
査
に
も
便
乗
し
た
下
田
杢
一
技
師
は
、
帰
国
後
に
水
産

界
の
要
人
を
集
め
て
開
催
さ
れ
た
「
報
告
会
兼
歓
迎
会
」
に
お
い
て
、「
南
洋
に

出
稼
ぎ
し
て
ゐ
る
沖
縄
人
を
非
難
」
す
る
よ
う
な
発
言
を
行
い
、
出
席
し
て
い
た

「
沖
縄
人
宮
城
〔
新
昌
、
カ
キ
の
養
殖
技
術
者
〕」
が
、
下
田
が
降
壇
す
る
や
「
激

越
な
口
調
で
喰
っ
て
か
ゝ
っ
た
」
と
い
う
一
幕
も
あ
っ
た
と
い
う
（
６１
）
。
こ
れ
は
お
そ

ら
く
一
九
三
四
年
三
月
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
（
６２
）

、
こ
の
場
面
か
ら
も
、
当
時
に
お

け
る
「
外
南
洋
」
の
沖
縄
漁
民
に
対
す
る
国
家
の
関
心
の
程
度
が
推
し
測
ら
れ
よ

う
。だ

が
、
一
方
で
こ
の
拓
務
省
に
よ
る
調
査
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
北
洋
漁
業
の

緊
張
状
態
と
表
裏
を
な
し
て
漁
業
界
の
関
心
を
集
め
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
こ
と
は
追
込
網
を
営
む
沖
縄
漁
民
に
対
し
て
も
、
あ
く
ま
で
漁
業
界
内

部
に
お
い
て
で
は
あ
っ
た
が
一
定
の
関
心
を
喚
起
し
た
と
思
わ
れ
る
。
一
九
三
二

年
九
月
よ
り
、
中
央
の
水
産
雑
誌
に
計
七
回
に
わ
た
っ
て
、
沖
縄
県
水
産
試
験
場

の
場
長
が
「
漁
村
糸
満
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
、
追
込
網
漁
民
の
出
身
地
で

あ
る
糸
満
に
つ
い
て
紹
介
を
行
う
よ
う
に
な
る
の
も
（
６３
）
、
本
調
査
の
成
果
と
無
縁
で

は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

戦
間
期
、
日
本
の
水
産
調
査
船
は
、
南
洋
群
島
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
ま
で
、
広
く

「
南
洋
」
の
海
を
動
き
回
っ
た
。
本
稿
で
は
、
そ
の
航
海
を
実
施
時
期
と
主
体
の

95



関
心
事
項
と
に
よ
っ
て
三
つ
に
整
理
し
、
ま
と
め
と
し
た
い
。
第
一
次
世
界
大
戦

後
、
旧
ド
イ
ツ
領
の
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
が
日
本
の
委
任
統
治
区
域
と
な
っ
た
こ
と
を

受
け
て
、
ま
ず
針
路
を
南
に
採
っ
た
の
は
農
商
務
省
水
産
講
習
所
で
あ
っ
た
。
同

所
は
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
か
ら
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
に
か
け
て
、
練
習

船
雲
鷹
丸
を
数
度
「
南
洋
」
へ
向
け
た
航
海
に
出
し
、
あ
る
い
は
他
機
関
の
行
う

調
査
に
技
師
を
乗
船
さ
せ
る
な
ど
し
て
、
南
洋
群
島
周
辺
の
広
範
な
海
域
に
つ
い

て
多
様
な
試
験
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
対
象
地
域
や
目
的
は
、
年
度
に
よ
っ
て

異
同
が
あ
り
、
同
所
の
調
査
は
、
特
定
の
資
源
に
関
す
る
継
続
調
査
と
い
う
よ
り

も
、
広
く
基
礎
的
な
資
料
を
収
集
す
る
点
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
。

他
方
で
、
よ
り
現
実
的
な
観
点
か
ら
資
源
の
調
達
を
喫
緊
の
課
題
と
し
て
、
南

洋
群
島
の
み
な
ら
ず
東
南
ア
ジ
ア
地
域
へ
も
調
査
航
海
に
出
て
い
っ
た
の
は
、
静

岡
や
高
知
、
鹿
児
島
な
ど
の
日
本
内
地
の
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
者
で
あ
っ
た
。

内
地
近
海
の
資
源
の
減
少
を
背
景
に
、「
南
洋
」
の
資
源
に
ア
ク
セ
ス
す
る
道
を

ま
ず
開
こ
う
と
し
た
の
は
、
漁
業
の
場
合
、
国
家
や
企
業
で
は
な
く
地
方
の
漁
業

者
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
調
査
は
、
地
方
水
産
試
験
場
の
試
験
船
を
用
い
て
実
施

さ
れ
た
が
、
そ
の
「
南
洋
」
へ
の
往
来
が
頻
繁
と
な
っ
て
き
た
一
九
二
〇
年
代
後

期
、
南
洋
協
会
台
湾
支
部
は
、
そ
れ
ま
で
に
台
湾
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
「
南
洋
」

漁
場
に
関
す
る
資
料
を
集
成
し
公
刊
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、『
南

洋
水
産
資
源
』
全
四
巻
の
刊
行
は
、
帝
国
日
本
に
お
い
て
「
南
洋
」
が
も
は
や
台

湾
の
み
の
「
責
任
区
域
」
で
あ
る
時
期
を
脱
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

一
九
三
〇
年
代
初
頭
に
は
、「
南
洋
」
漁
業
は
国
家
に
よ
っ
て
よ
り
大
き
な
文

脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
輸
出
増
進
と
い
う
課
題
に
こ
た
え
る
も
の
と
し

て
、「
南
洋
」
の
マ
グ
ロ
資
源
を
利
用
し
た
欧
米
向
け
油
漬
缶
詰
の
製
造
が
期
待

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
進
行
し
て
い
た
北
洋
に
お
け
る
日
ソ
の
緊
張
状

態
も
、
新
規
漁
場
と
し
て
の
「
南
洋
」
を
魅
力
的
に
映
す
こ
と
に
な
っ
た
。
マ
グ

ロ
油
漬
缶
詰
製
造
試
験
は
、
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
度
に
は
拓
務
省
が
、
一
九

三
一
（
昭
和
六
）
〜
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
度
に
は
農
林
省
が
大
規
模
な
調
査

航
海
を
行
っ
た
が
、
最
大
の
輸
出
先
で
あ
っ
た
米
国
と
の
貿
易
摩
擦
が
深
刻
化
し
、

販
路
の
見
込
が
立
た
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
企
業
化
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

本
稿
で
は
「
南
洋
」
水
産
調
査
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
主
に
そ
の
目
的
に
着

目
し
て
整
理
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
調
査
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
情
報
が
そ
れ
ぞ

れ
の
漁
業
経
営
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
検
討
が
及
ば
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
戦
間
期
の
「
南
洋
」
水
産
調
査
が
の
ち
に
与
え
た
影
響
と
し
て
、

邦
人
漁
業
の
実
態
把
握
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
を
本
稿
で
は
指
摘
し
て
お

き
た
い
。
拓
務
省
が
一
九
三
〇
年
度
に
実
施
し
た
調
査
は
、
副
次
的
な
成
果
と
し

て
、
邦
人
漁
業
者
、
と
り
わ
け
沖
縄
県
出
身
追
込
網
漁
民
の
存
在
を
拾
い
上
げ
る

契
機
と
な
っ
た
。
こ
の
調
査
が
も
た
ら
し
た
情
報
は
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
に
お

い
て
は
漁
業
界
内
部
に
沖
縄
漁
民
へ
の
関
心
を
一
定
程
度
喚
起
す
る
に
と
ど
ま
っ

た
が
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
は
、
政
策
や
社
会
言
説
の
形
成
に
も
寄
与
し
た
と

思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
拓
務
省
拓
務
局
が
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
三
月
に
作

成
し
、
南
洋
群
島
開
発
調
査
委
員
会
に
提
出
し
た
「
南
洋
水
産
業
地
図
」
に
は
、

こ
の
一
九
三
〇
年
度
の
調
査
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
情
報
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
看
取
で
き
る
（
６４
）
。
ま
た
、
社
会
言
説
に
お
い
て
も
「
南
洋
」
の
「
沖
縄
漁

民
」
は
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
は
「
勇
敢
無
比
」
な
ど
と
の
形
容
を
付
さ
れ
、

社
会
の
関
心
を
広
く
集
め
る
よ
う
に
な
る
（
６５
）
。

一
九
三
〇
年
代
後
半
の
国
家
の
南
方
進
出
過
程
に
お
い
て
、
水
産
業
に
期
待
さ

れ
た
も
の
、
お
よ
び
そ
の
な
か
で
「
沖
縄
漁
民
」
の
表
象
し
た
も
の
、
そ
し
て
、

そ
の
時
代
状
況
が
沖
縄
県
民
の
自
己
認
識
に
与
え
た
変
容
の
考
察
に
つ
い
て
は
、
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今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

註（
１
）

杉
山
伸
也
、
イ
ア
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
編
著
『
戦
間
期
東
南
ア
ジ
ア
の
経
済
摩

擦
―
日
本
の
南
進
と
ア
ジ
ア
・
欧
米
―
』、
同
文
舘
、
一
九
九
〇
年
。
ピ
ー

タ
ー
・
ポ
ス
ト
、
清
水
洋
訳
「
対
蘭
印
経
済
拡
張
と
オ
ラ
ン
ダ
の
対
応
」、

『
岩
波
講
座
近
代
日
本
と
植
民
地
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
。

（
２
）

後
藤
乾
一
『
近
代
日
本
と
東
南
ア
ジ
ア
―
南
進
の
「
衝
撃
」
と
「
遺
産
」

―
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
、
第
一
章
。

（
３
）

前
掲
ポ
ス
ト
「
対
蘭
印
経
済
拡
張
と
オ
ラ
ン
ダ
の
対
応
」。
安
達
宏
昭

『
戦
前
期
日
本
と
東
南
ア
ジ
ア
―
資
源
獲
得
の
視
点
か
ら
―
』、
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
二
年
。

（
４
）

片
岡
千
賀
之
『
南
洋
の
日
本
人
漁
業
』、
同
文
舘
、
一
九
九
一
年
。

（
５
）
「
特
集

戦
前
期
邦
人
の
東
南
ア
ジ
ア
進
出
」（『
ア
ジ
ア
経
済
』
第
二
六

巻
第
三
号
、
一
九
八
五
年
三
月
）
所
収
の
各
論
文
を
参
照
。

（
６
）

大
塚
一
志
「
雲
鷹
丸
（
一
九
〇
九
‐
一
九
二
八
）
の
漁
業
実
習
と
調
査
航

海
に
つ
い
て
」、『
東
京
海
洋
大
学
研
究
報
告
』
第
六
号
、
二
〇
一
〇
年
。

（
７
）
「
練
習
船
雲
鷹
丸
南
航
」、『
水
産
研
究
誌
』
第
一
五
巻
第
六
号
、
一
九
二

〇
年
六
月
、
三
三
〜
三
四
頁
。
以
下
、
史
料
の
引
用
に
際
し
て
は
、
旧
漢
字

は
当
用
漢
字
に
改
め
、
適
宜
句
読
点
を
付
し
た
。

（
８
）

東
京
水
産
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
東
京
水
産
大
学
百
年
史
』
通
史

編
、
東
京
水
産
大
学
、
一
九
八
九
年
、
四
七
六
頁
。「
雲
鷹
丸
航
海
日
誌
関

係
資
料
」（
大
塚
一
志
氏
提
供
、
東
京
海
洋
大
学
附
属
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
掲
載http

://lib.s.kaiyodai.ac.jp/library/daigakushi/U
nyo-m

aru

/index-un.htm
l

）。

（
９
）
「
有
望
な
る
南
洋
の
漁
業
―
雲
鷹
丸
帰
港
土
産
―
」、『
水
産
』
第
九
巻
第

二
号
、
一
九
二
一
年
一
月
、
一
四
〜
一
六
頁
。

（
１０
）
「
雲
鷹
丸
の
帰
着
」、『
水
産
界
』
第
四
七
五
号
、
一
九
二
二
年
四
月
、
五

四
頁
。

（
１１
）
『
水
産
講
習
所
一
覧
大
正
十
四
年
』、
農
林
省
水
産
講
習
所
、
一
九
二
五
年
、

四
九
頁
。

（
１２
）

△
△
生
「
南
洋
を
さ
す
ら
ひ
て
（
一
）」、『
水
産
界
』
第
五
三
三
号
、
一

九
二
七
年
四
月
、
三
六
頁
。

（
１３
）
『
大
正
十
二
年
度
静
岡
県
水
産
試
験
場
事
業
報
告
』、
静
岡
県
水
産
試
験
場
、

一
九
二
五
年
。
以
下
、
と
く
に
断
り
の
な
い
限
り
、
本
史
料
の
記
述
に
拠
る
。

（
１４
）

橘
川
章
「
南
洋
方
面
の
カ
ツ
ヲ
漁
場
探
検
」、『
水
産
』
第
一
一
巻
第
一
五

号
、
一
九
二
三
年
八
月
、
四
〜
五
頁
。

（
１５
）

な
お
、
長
田
は
小
笠
原
島
庁
の
技
師
を
務
め
て
い
た
関
係
か
ら
、
そ
れ
以

前
に
も
南
洋
群
島
の
水
産
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
「
五
度
目
の
南
国

訪
問
」
で
あ
っ
た
と
い
う
（
長
田
景
貞
「
マ
リ
ア
ナ
群
島
の
鰹
漁
業
に
就

て
」、『
帝
水
』
第
三
巻
第
一
号
、
一
九
二
四
年
一
月
、
九
頁
）。
過
去
四
回

に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
で
あ
る
が
、
長
田
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
「
官
命
を
帯

び
、
軍
艦
春
日
に
便
乗
し
て
、
新
領
南
洋
諸
島
に
於
け
る
予
備
調
査
」
を
行

い
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
土
台
」
と
し
て
「
本
年
〔
一
九
二
二
年
ヵ
〕
三
月
よ

り
五
月
迄
再
び
同
方
面
に
於
け
る
実
地
試
験
調
査
を
命
ぜ
ら
れ
た
」（
長
田

景
貞
「
南
洋
の
水
産
」、『
帝
水
』
第
二
巻
第
一
号
、
一
九
二
三
年
一
月
、
三

七
頁
）。
ほ
か
に
、
一
九
二
二
年
一
二
月
に
「
陸
軍
省
サ
ガ
レ
ン
派
遣
軍
政

部
漁
業
監
視
船
金
鵄
丸
」
に
乗
船
し
て
サ
イ
パ
ン
近
海
で
試
験
を
行
っ
た
と

の
記
録
も
あ
る
（
岡
島
生
「
南
洋
群
島
に
足
跡
を
印
せ
ら
れ
た
楽
水
会
の

人
々
」、『
楽
水
』
第
三
七
巻
第
五
号
、
一
九
四
二
年
五
月
、
一
四
一
頁
）。
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（
１６
）

前
掲
橘
川
「
南
洋
方
面
の
カ
ツ
ヲ
漁
業
探
検
」。
前
掲
長
田
「
マ
リ
ア
ナ

群
島
の
鰹
漁
業
に
就
て
」。
長
田
景
貞
「
本
邦
カ
ツ
ヲ
漁
船
の
活
躍
を
待
つ

南
洋
の
海
」『
水
産
』
第
一
二
巻
第
二
号
、
一
九
二
四
年
二
月
。

（
１７
）
『
大
正
十
三
年
度
静
岡
県
水
産
試
験
場
事
業
報
告
』、
静
岡
県
水
産
試
験
場
、

一
九
二
六
年
、
一
〇
頁
。
本
調
査
の
概
要
は
、
橘
川
章
「
明
ら
か
と
な
っ
た

南
洋
の
カ
ツ
ヲ
漁
場
」、『
水
産
』
第
一
二
巻
第
一
一
号
、
一
九
二
四
年
一
一

月
に
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
１８
）

長
田
景
貞
「
南
洋
方
面
の
マ
グ
ロ
漁
場
探
検
記
」、『
水
産
』
第
一
四
巻
第

八
号
、
一
九
二
六
年
八
月
、
四
〜
七
頁
。

（
１９
）
「
マ
ー
シ
ャ
ル
群
島
漁
業
調
査
」、『
水
産
試
験
場
事
業
報
告
』
第
一
号
、

南
洋
庁
水
産
試
験
場
、
一
九
三
七
年
。

（
２０
）
『
水
産
講
習
所
一
覧
昭
和
三
年
』、
農
林
省
水
産
講
習
所
、
一
九
二
八
年
、

五
一
頁
。

（
２１
）
「
台
湾
南
洋
水
産
調
査
」『
昭
和
二
年
度
高
知
県
水
産
試
験
場
事
業
報
告
』、

高
知
県
水
産
試
験
場
、
一
九
三
〇
年
。

（
２２
）
「
南
洋
ノ
鰹
漁
業
」『
大
正
十
五
年
昭
和
元
年
度
事
業
報
告
』、
鹿
児
島
県

水
産
試
験
場
、
一
九
二
八
年
。

（
２３
）

福
田
忠
弘
「
南
方
漁
場
開
拓
者
・
原
耕
の
帝
国
議
会
に
お
け
る
議
員
活
動

を
め
ぐ
っ
て
」、『
研
究
年
報
』（
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
地
域
研
究
所
）
第

二
四
号
、
二
〇
一
〇
年
。
同
「
南
洋
漁
場
開
拓
者
原
耕
の
ア
ン
ボ
ン
に
お
け

る
漁
場
基
地
建
設
計
画
（
昭
和
二
〜
八
年
）」、『
商
経
論
叢
』（
鹿
児
島
県
立

短
期
大
学
）
第
六
二
号
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
。『
豊
穣
の
海
―
原
耕
と
南

薩
摩
の
漁
業
史
―
』、
南
さ
つ
ま
市
坊
津
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
輝
津
館
、
二

〇
一
一
年
。

（
２４
）
「
本
会
の
忘
年
会
―
水
産
各
方
面
の
名
士
集
り
―
原
氏
の
南
洋
漁
場
談
あ

り
―
」、『
水
産
界
』
第
五
四
二
号
、
一
九
二
八
年
一
月
、
一
〇
二
頁
。

（
２５
）
『
南
洋
の
鰹
漁
業
調
査
』、
鹿
児
島
県
水
産
試
験
場
、
一
九
三
〇
年
。

（
２６
）
『
昭
和
六
年
度
南
洋
鮪
漁
業
調
査
試
験
報
告
』、
三
重
県
水
産
試
験
場
、
一

九
三
二
年
。

（
２７
）

下
田
杢
一
「
刮
目
す
べ
き
南
洋
の
勃
興
」、『
水
産
』
第
一
四
巻
第
一
号
、

一
九
二
六
年
一
月
、
二
〇
〜
二
一
頁
。

（
２８
）

杉
浦
保
吉
「
下
田
さ
ん
の
思
出
」、『
楽
水
』
第
三
〇
巻
第
一
二
号
、
一
九

三
五
年
一
二
月
、
二
頁
。

（
２９
）

福
田
忠
弘
「
海
耕
記
―
原
耕
が
鰹
群
に
翔
け
た
夢
―
１
」、「
南
日
本
新

聞
」、
二
〇
一
二
年
五
月
一
六
日
、
一
三
面
。

（
３０
）

例
え
ば
、『
水
政
』
第
五
号
（
一
九
二
八
年
一
二
月
）
は
「
南
洋
開
発
上

の
諸
問
題
」
と
い
う
特
集
を
組
み
、
前
述
の
高
知
県
水
産
試
験
場
や
原
耕
に

よ
る
調
査
の
概
要
を
収
録
し
て
い
る
。

（
３１
）

こ
れ
以
前
に
も
例
え
ば
、
農
林
省
水
産
局
は
一
九
二
八
年
一
二
月
よ
り
一

九
二
九
年
三
月
に
、「「
ボ
ル
ネ
オ
」、
新
嘉
坡
、
爪
哇
、「
セ
レ
ベ
ス
」、「
ギ

ロ
ロ
」
等
を
洗
ふ
海
面
」
の
沖
合
に
試
験
船
白
鳳
丸
を
派
し
て
、「
鮪
、
鰹

漁
業
が
大
発
展
を
な
し
得
る
価
値
あ
る
か
否
や
」
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
本
稿
で
は
検
討
を
割
愛
す
る
（
下
田
杢
一

「
英
領
「
ボ
ル
ネ
オ
」
及
蘭
領
印
度
の
海
面
に
於
け
る
鰹
鮪
漁
業
調
査
並
に

新
嘉
坡
「
バ
タ
ビ
ヤ
」
英
領
「
ボ
ル
ネ
オ
」
の
邦
人
漁
業
」、『
水
政
』
第
七

号
、
一
九
三
〇
年
四
月
）。

（
３２
）
「
南
方
漁
業
調
査
ヲ
必
要
ト
ス
ル
理
由
」、『
本
邦
漁
業
関
係
雑
件

南
洋

漁
業
関
係
（
印
度
洋
並
豪
州
沿
岸
ヲ
含
ム
）』
第
二
巻
所
収
、
Ｅ
‐
四
‐
九

‐
〇
‐
七
‐
七
（
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
）。
農
林
省
罫
紙
。「
昭
和
五
年

十
一
月
十
一
日
下
田
技
師
持
参
」
と
の
こ
と
。
以
下
、
と
く
に
断
り
の
な
い

98



限
り
、
本
史
料
の
記
述
に
拠
る
。

（
３３
）

以
下
、
缶
詰
の
製
造
お
よ
び
販
売
に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
に
拠
る
。
山

中
四
郎
『
日
本
缶
詰
史
』
第
二
巻
、
日
本
缶
詰
協
会
、
一
九
六
二
年
。
富
永

憲
生
「
一
九
三
〇
年
代
の
缶
詰
産
業
―
飛
躍
と
そ
の
要
因
―
」、『
社
会
経
済

史
学
』
第
五
三
巻
第
四
号
、
一
九
八
七
年
一
〇
月
。
高
柳
友
彦
「
缶
詰
産
業

の
企
業
化
と
生
産
地
域
の
展
開
―
静
岡
県
を
事
例
に
―
」、
加
瀬
和
俊
編

『
戦
前
日
本
の
食
品
産
業
―
一
九
二
〇
〜
三
〇
年
代
を
中
心
に
―
』、
東
京
大

学
社
会
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年
。

（
３４
）

な
お
、
拓
務
省
は
実
地
調
査
に
さ
き
が
け
て
、
一
九
三
〇
年
七
月
二
四
日

付
で
原
耕
に
対
し
、「
南
洋
方
面
ニ
於
ケ
ル
漁
獲
物
ノ
販
途
並
出
漁
ノ
可
能

性
ニ
関
ス
ル
調
査
」
を
委
嘱
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
原
耕
が
同
年
一
〇
月
二

五
日
付
で
作
成
し
た
『
報
告
書
』
が
、
前
掲
『
本
邦
漁
業
関
係
雑
件

南
洋

漁
業
関
係
』
第
二
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
前
掲
福
田
「
南
洋
漁

場
開
拓
者
原
耕
の
ア
ン
ボ
ン
に
お
け
る
漁
場
基
地
建
設
計
画
（
昭
和
二
〜
八

年
）」、
一
六
〜
一
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３５
）
『
南
洋
ニ
於
ケ
ル
水
産
業
調
査
書
』、
拓
務
省
拓
務
局
、
一
九
三
一
年
六
月
。

（
３６
）

前
掲
『
南
洋
ニ
於
ケ
ル
水
産
業
調
査
書
』、
二
三
二
頁
。

（
３７
）

前
掲
『
南
洋
ニ
於
ケ
ル
水
産
業
調
査
書
』、
二
一
六
頁
。

（
３８
）

以
下
の
記
述
は
、
富
田
武
『
戦
間
期
の
日
ソ
関
係
―
一
九
一
七
‐
一
九
三

七
―
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
第
一
章
に
拠
る
。

（
３９
）

阪
谷
芳
郎
の
発
言
。「
第
五
十
八
回
帝
国
議
会
貴
族
院
議
事
速
記
録
第
一

三
号
」、
一
九
三
〇
年
五
月
一
三
日
（『
帝
国
議
会
貴
族
院
議
事
速
記
録
』
第

五
五
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
一
五
〇
〜
一
五
一
頁
）。

（
４０
）

野
村
益
三
の
発
言
。
同
前
、
一
五
〇
頁
。

（
４１
）
「
拓
務
省
水
産
事
務
協
議
会
」、『
拓
務
時
報
』
第
四
号
、
一
九
三
一
年
七

月
、
六
九
〜
八
三
頁
。

（
４２
）
『
農
林
審
議
会
要
録
』、
農
林
省
、
一
九
三
二
年
、
一
六
六
頁
。

（
４３
）
『
昭
和
六
年
度
南
方
漁
業
調
査
報
告
書
』、
農
林
省
水
産
局
、
一
九
三
三
年
。

引
用
は
一
〜
二
、
六
二
、
九
五
〜
九
六
頁
。

（
４４
）
『
昭
和
七
年
度
南
方
漁
業
調
査
報
告
書
』、
農
林
省
水
産
局
、
一
九
三
四
年
。

引
用
は
七
、
三
四
三
〜
三
四
四
頁
。

（
４５
）
『
昭
和
八
年
度
南
方
漁
業
調
査
報
告
書
』、
農
林
省
水
産
局
、
一
九
三
五
年
。

以
下
、
引
用
は
「
緒
言
」
お
よ
び
二
九
七
〜
二
九
八
頁
。

（
４６
）

山
口
和
雄
編
『
水
産
』（
現
代
日
本
産
業
発
達
史
第
一
九
巻
）、
現
代
日
本

産
業
発
達
史
研
究
会
、
一
九
六
五
年
、
二
九
八
頁
。

（
４７
）
「
予
約
募
集
」、『
南
洋
協
会
雑
誌
』
第
一
四
巻
第
一
一
号
、
一
九
二
八
年

一
一
月
。

（
４８
）
「
凡
例
」、
南
洋
協
会
台
湾
支
部
編
纂
・
発
行
『
南
洋
水
産
資
源
』
第
一
巻
、

一
九
二
九
年
。

（
４９
）

な
お
、
台
湾
総
督
府
は
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
三
九
年
の
間
に
、『
南
支

那
及
南
洋
調
査
』
二
四
〇
輯
お
よ
び
別
巻
三
冊
を
発
行
し
て
い
る
が
、『
南

洋
水
産
資
源
』
全
四
巻
は
、
こ
の
う
ち
水
産
業
を
主
要
な
対
象
と
し
た
調
査

を
す
べ
て
網
羅
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
台
湾
総
督
官
房
調
査
課
編

集
・
発
行
『
南
支
那
及
南
洋
調
査
書
目
録
』、
一
九
三
五
年
）。

（
５０
）

横
井
香
織
「
日
本
統
治
期
の
台
湾
に
お
け
る
ア
ジ
ア
調
査
―
台
湾
総
督
官

房
調
査
課
『
南
支
那
及
南
洋
調
査
』
の
分
析
を
中
心
に
―
」、『
東
ア
ジ
ア
近

代
史
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
八
年
。

（
５１
）

南
洋
協
会
編
『
南
洋
協
会
十
年
史
』、
南
洋
協
会
、
一
九
二
五
年
、
七
九

頁
。

（
５２
）

中
村
孝
志
「「
大
正
南
進
期
」
と
台
湾
」、『
南
方
文
化
』
第
八
輯
、
一
九
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八
一
年
一
一
月
、
二
一
〇
頁
。

（
５３
）
「
大
洋
洲
沿
海
ニ
於
ケ
ル
貝
類
漁
業
調
査
」
の
初
出
と
思
わ
れ
る
『
台
湾

総
督
府
水
産
試
験
場
昭
和
七
年
度
事
業
報
告
』
の
発
行
は
、
一
九
三
四
年
一

〇
月
で
あ
る
。『
南
洋
水
産
資
源
』
第
四
巻
の
刊
行
は
、
そ
れ
よ
り
も
早
い

同
年
三
月
で
あ
り
、
南
洋
協
会
台
湾
支
部
は
台
湾
総
督
府
水
産
試
験
場
が
事

業
報
告
を
発
行
す
る
前
に
、
情
報
提
供
を
受
け
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
５４
）
「
凡
例
」、
南
洋
協
会
台
湾
支
部
編
纂
・
発
行
『
南
洋
水
産
資
源
』
第
四
巻
、

一
九
三
四
年
。

（
５５
）

例
え
ば
、
波
流
男
〔
渡
邊
東
雄
〕
生
「
南
洋
出
稼
水
産
者
の
或
る
郷
土
」、

『
水
産
界
』
第
五
七
五
号
、
一
九
三
〇
年
一
〇
月
。

（
５６
）

勝
部
彦
三
郎
「
南
洋
漁
業
問
題
」、『
水
政
』
第
五
号
、
一
九
二
八
年
五
月
、

三
三
頁
。

（
５７
）

岸
良
精
一
「
南
洋
開
発
の
一
端
」、
同
前
、
二
七
頁
。

（
５８
）

沖
縄
県
農
林
水
産
行
政
史
編
集
委
員
会
編
『
沖
縄
県
農
林
水
産
行
政
史
』

第
八
・
九
巻
、
農
林
統
計
協
会
、
一
九
九
〇
年
、
二
九
七
〜
三
〇
〇
、
三
二

〇
〜
三
二
五
頁
。

（
５９
）

前
掲
『
南
洋
ニ
於
ケ
ル
水
産
業
調
査
書
』、
二
三
〇
頁
。

（
６０
）

同
前
、
二
三
一
頁
。

（
６１
）

野
央
山
人
「
宮
城
新
昌
論
」、『
水
産
公
論
』
第
二
四
巻
第
三
号
、
一
九
三

六
年
四
月
、
七
八
〜
七
九
頁
。

（
６２
）
「
下
田
海
洋
課
長
歓
迎
懇
談
会
」、『
水
産
界
』
第
六
一
七
号
、
一
九
三
四

年
四
月
、
五
一
頁
。

（
６３
）

立
川
卓
逸
「
漁
村
糸
満
（
一
）
〜
（
七
）」、『
水
産
界
』
第
五
九
八
号
、

第
六
〇
〇
号
〜
第
六
〇
五
号
、
一
九
三
二
年
九
月
、
一
九
三
二
年
一
一
月
〜

一
九
三
三
年
四
月
。

（
６４
）
『
公
文
備
考
昭
和
一
〇
年
Ｐ
会
議
（
付
属
）』
所
収
、（
防
衛
省
防
衛
研
究

所
所
蔵
、
海
軍
省
‐
公
文
備
考
‐
Ｓ
一
〇
‐
一
五
二
‐
四
九
六
六
）。
南
洋

群
島
開
発
調
査
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
川
島
淳
「
戦
間
期
国
際
社
会
と
日
本

の
南
洋
群
島
の
統
治
・
経
営
方
針
―
一
九
三
五
年
に
お
け
る
南
洋
群
島
開
発

調
査
委
員
会
の
答
申
の
紹
介
を
中
心
に
―
」、『
駒
沢
史
学
』
第
七
三
号
、
二

〇
〇
九
年
九
月
を
参
照
。

（
６５
）

安
藤
盛
「「
南
進
論
」
と
蘭
印
諸
島
」、『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
第
二
七
巻
第

一
〇
号
、
一
九
三
六
年
九
月
。
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